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五
代
後
唐
期
の
中
興
殿
と
延
英
殿

―
五
代
聴
政
制
度
初
探

―

松
本　

保
宣

は
じ
め
に

サ
ブ
タ
イ
ト
ル
に
あ
る
「
聴
政
」
と
は
、
君
主
が
政
務
と
し
て
臣
僚
の
意
見
を
聴
く
こ
と
で
あ
り①

、
口
頭
で
実
施
さ
れ
る
「
御
前
会

議
」
で
あ
る
。
ま
た
、
百
官
が
早
朝
、
君
主
に
謁
見
す
る
儀
礼
と
し
て
「
朝
会
」
が
あ
り
、
こ
れ
は
儀
式
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
一
部

「
聴
政
」
を
含
む
こ
と
も
あ
る
。
筆
者
は
、
唐
王
朝
の
「
聴
政
」
と
「
朝
会
」
儀
礼
に
つ
い
て
論
考
を
ま
と
め
、
つ
い
で
五
代
時
期
の

「
朝
会
」
儀
礼
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
論
考
を
発
表
し
、
唐
代
か
ら
北
宋
王
朝
へ
の
制
度
転
換
に
つ
い
て
の
見
通
し
を
述
べ
た②

。
そ
こ

で
、
本
稿
は
五
代
期
の
「
聴
政
」
に
つ
い
て
そ
の
一
端
を
考
察
す
る
。

五
代
の
中
原
王
朝
は
、
洛
陽
と
開
封
両
地
に
宮
廷
を
擁
し
、
そ
れ
ぞ
れ
宮
城
を
建
設
し
て
い
た
が
、
五
代
期
の
開
封
の
宮
殿
構
造
が

史
料
不
足
で
不
明
瞭
で
あ
る
の
に
対
し
、
洛
陽
の
宮
城
に
関
す
る
史
料
は
や
や
豊
富
で
あ
る
（
図
1
・
2
）。
ま
た
、
五
代
王
朝
に
お
け
る

儀
礼
・
制
度
は
後
唐
明
宗
期
で
画
期
的
に
整
備
さ
れ
、
以
後
の
五
代
及
び
北
宋
王
朝
の
範
型
と
な
っ
た③

。
本
稿
で
は
、
五
代
後
唐
朝
に

お
い
て
聴
政
の
主
要
な
場
と
な
っ
た
中
興
殿
と
、
史
料
に
副
次
的
に
現
れ
る
延
英
殿
に
関
す
る
初
歩
的
な
考
察
を
試
み
た
い
。
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第
一
章　

入
閤
と
五
日
起
居

五
代
の
聴
政
に
つ
い
て
論
じ
る
前
に
、
五
代
諸
王
朝
が
参
照
し
た
唐
代
の
そ

れ
に
つ
い
て
瞥
見
し
た
い
。
唐
代
の
聴
政
の
特
色
は
「
聴
政
」
と
「
朝
会
」
が

未
分
離
で
あ
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
唐
代
前
半
期
で
は
、
毎
日
挙
行
さ
れ
る
こ
と

が
建
前
の
「
常
朝
」
に
お
い
て
、
百
官
居
並
ぶ
中
で
奏
事
す
る
「
対
仗
奏
事
」

図 2　開封主要殿宇配置図
『冊府元亀』巻 196、閏位部、建都、後梁開平
元年（907）四月条に基づく

図 1　後唐洛陽宮城概念図
『宋史』巻 85、地理１・『宋会要輯稿』方域一・高敏氏点校『永楽大典本
河南志』（中華書局、1994）に基づき作製
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と
、
百
官
が
退
出
し
た
後
で
奏
事

す
る
「
仗
下
奏
事
」
の
二
段
構
え

の
論
政
の
場
が
あ
っ
た
。
そ
の
場

所
は
太
極
宮
両
儀
殿
や
大
明
宮
紫

宸
殿
と
い
う
内
朝
の
「
正
殿
」
で

あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
殿
宇
は
宮
城

の
中
軸
線
上
に
位
置
し
て
い
た
。

唐
代
後
半
期
に
な
る
と
、
中
軸
線

か
ら
外
れ
た
脇
殿
が
聴
政
の
場
と

し
て
台
頭
す
る
。
大
明
宮
の
紫
宸

殿
の
西
側
に
あ
る
延
英
殿
で
あ
る

（
図
3
）。
同
殿
は
史
料
に
「
便
殿
」

と
称
さ
れ
て
お
り④

、
朝
会
儀
礼
と

は
別
に
独
立
し
て
存
在
し
た
。
そ

れ
故
、
延
英
殿
の
聴
政
は
不
定
時

に
開
催
で
き
、
召
対
す
る
メ
ン

バ
ー
も
、宰
相
以
外
に
次
対
官
（
待

制
官
）・
転
対
官
・
刑
法
官
・
請
対

図 3　大明宮概念図



立命館東洋史學　第 43號

4

官
な
ど
種
々
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
官
僚
達
が
参
加
し
た
。
ま
た
、
正
殿
常
朝
の
場
は
百
官
が
参
加
す
る
公
開
性
の
高
い
場
で
あ
る
の
に
対

し
、
便
殿
議
政
は
少
数
人
に
よ
る
密
談
の
様
相
を
呈
し
た⑤

。

以
上
、
唐
代
の
聴
政
は
「
正
殿
」
と
「
便
殿
」
の
二
本
立
て
で
あ
り
、
こ
の
う
ち
前
者
は
朝
会
儀
礼
に
付
随
し
て
挙
行
さ
れ
る
の
で

「
聴
政
」
と
「
朝
会
」
が
未
分
化
、
後
者
は
「
聴
政
」
に
特
化
し
た
制
度
と
言
え
る
。
そ
し
て
、
唐
一
代
の
趨
勢
と
し
て
、
紫
宸
殿
か
ら

延
英
殿
へ
と
聴
政
の
場
が
移
行
す
る
。
つ
ま
り
、「
朝
会
・
聴
政
」
未
分
化
か
ら
「
単
独
の
聴
政
」
へ
の
転
換
が
唐
代
の
間
に
進
展
し
た

と
い
え
る
。

さ
て
五
代
の
制
度
で
あ
る
が
、「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、
後
唐
明
宗
期
の
制
度
改
革
が
画
期
と
な
る
。
そ
こ
で
確
立
し
た
の

が
「
入
閤
」
と
「
五
日
起
居
」
で
あ
る
。
前
者
は
一
応
、
唐
制
の
継
承
を
標
榜
す
る
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
明
宗
が
創
始
し
た
制
度
で

あ
る⑥

。
「
入
閤
」
と
は
、
元
来
、「
紫
宸
殿
常
朝
の
儀
」
を
指
し
て
言
う
唐
代
後
半
期
に
お
け
る
呼
称
で
あ
る
が
、
五
代
の
後
梁
以
降
、
前
殿

（
文
明
殿
）
で
朔
日
（
月
一
回
）
に
挙
行
す
る
荘
重
な
儀
礼
へ
と
変
質
し
、
明
宗
朝
に
お
い
て
朔
・
望
日
（
月
二
日
）
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
一
方
、「
五
日
起
居
」
は
、
天
成
元
年
（
九
二
六
）
に
創
始
さ
れ
、
五
日
に
一
度
、
内
殿
中
興
殿
で
百
官
が
皇
帝

に
謁
見
す
る
儀
礼
で
あ
り
、
北
宋
に
継
承
さ
れ
た
も
の
で
あ
る⑦

。
こ
の
両
者
と
も
に
聴
政
の
要
素
が
付
随
し
て
い
た
。

ま
ず
、
入
閤
で
あ
る
が
、
後
梁
朝
に
お
い
て
、
待
制
官
・
刑
法
官
と
い
う
諮
問
要
員
が
置
か
れ
、
皇
帝
の
下
問
や
自
分
た
ち
の
業
務

に
つ
い
て
報
告
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た⑧

。

一
方
、
明
宗
朝
に
始
ま
る
五
日
起
居
は
、
百
官
が
皇
帝
に
見
え
る
謁
見
儀
礼
の
色
彩
が
強
か
っ
た
が
、
や
が
て
聴
政
の
機
能
を
も
つ

よ
う
に
な
る
。
少
し
長
く
な
る
が
、『
冊
府
元
亀
』
巻
五
一
七
、
憲
官
部
、
振
挙
二
の
記
述
を
見
て
み
よ
う
。
な
お
、
文
中
に
数
字
・
記

号
を
添
付
し
て
、
記
載
内
容
を
整
理
し
た
。
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明
宗
、
天
成
元
年
（
九
二
六
）
七
月
、
侍マ

マ

御
史
臺
奏
。
①
毎
月
文
明
殿
入
閣
、
及
百
官
五
日
一
赴
中
興
殿
等
事
。
②
伏
准
故
事
、
毎

月
百
官
入
閣
。
所
司
排
儀
仗
、
金
吾
勘
契
。
入
後
、
有
待
制
、
次
對
官
。
各
擧
論
本
司
公
事
。
左
右
起
居
、
分
記
言
動
、
以
付
史

館
、
編
脩
帝
錄
。
此
本
朝
經
久
之
制
也
。
③
昨
陛
下
初
膺
大
寶
、
思
致
治
平
、
遂
降
綸
言
。
特
申
聖
旨
、
百
官
除
常
朝
外
、
ａ
依

宰
臣
、
毎
五
日
一
度
入
内
起
居
。
所
貴
得
預
敷
陳
、
俾
凝
庶
績
。
此
益
陛
下
切
於
百
司
、
各
言
於
時
政
。
特
令
五
日
一
面
於
天
顔
。

ｂ
雖
眷
睠
以
丁
寧
、
限
朝
儀
之
拘
束
。
序
班
而
入
、
拜
手
而
廻
。
縱
有
公
事
要
言
、
亦
且
巻
行
、
須
出
。
百
司
何
由
擧
職
、
兩
史

無
以
記
言
。
ｃ
外
則
因
此
廢
待
制
、
次
對
之
官
。
ｄ
内
則
無
以
分
延
英
、
衆
人
之
別
。
④
以
臣
愚
見
、
竊
有
所
陳
。
ａ
欲
乞
陛
下

毎
月
一
日
、
十
五
日
兩
度
、
出
御
文
明
殿
、
排
入
閤
之
儀
。
諸
司
依
前
轉
對
、
奏
論
今
司
公
事
。
其
百
官
就
食
、
謂
之
廊

。
則

中
外
既
有
區
分
、
禁
庭
亦
更
嚴
察
。
ｂ
如
陛
下
切
於
羣
臣
有
所
敷
陳
、
即
乞
因
宰
臣
五
日
一
度
延
英
之
際
、
班
行
内
有
要
奏
事
者
、

臨
門
狀
到
、
便
許
引
入
。
此
又
於
旅
進
旅
退
、
事
理
不
同
、
言
路
既
開
、
別
彰
聖
德
。
ｃ
如
或
以
山
陵
日
近
、
朔
望
不
坐
、
即
取

次
日
、
亦
合
舊
規
。
候
過
陵
園
還
、
如
法
制
。
臣
叨
司
邦
憲
、
獲
典
朝
儀
。
儻
遇
事
而
不
言
、
即
奉
公
而
何
取
。
乞
宣
付
中
書
門

下
、
商
量
曾
獲
經
久
者
。
⑤
中
書
奏
議
曰
、
比
令
五
日
内
殿
起
居
。
慮
百
司
有
事
論
奏
、
中
外
或
爲
擁
隔
。
至
於
朔
望
入
閣
、
亦

是
朝
廷
舊
儀
。
李
琪
、
自
領
憲
綱
、
毎
循
故
事
、
備
官
條
奏
、
頗
叶
國
章
。
望
依
所
奏
。
⑥
勅
旨
曰
、
五
日
起
居
之
意
、
所
貴
數

見
群
臣
、
俾
陳
時
事
。
憲
司
所
奏
、
朔
望
入
閣
等
事
、
既
合
往
例
、
得
以
允
兪
。
其
五
日
一
度
起
居
之
際
、
班
行
内
有
要
奏
事
者
、

便
出
行
奏
對
。
仍
付
所
司
。
⑦
自
後
言
事
者
、
又
奏
請
五
日
内
殿
起
居
之
日
、
請
令
日
官
次
第
、
轉
對
奏
事
。
⑧
又
從
之
。
⑨
自

是
、
百
官
五
日
内
殿
起
居
、
以
所
言
事
、
形
於
牋
奏
、
錄
在
笏
記
、
明
敭
於
殿
庭
。
⑩
而
素
無
文
學
、
及
不
閑
理
體
者
。
其
文
句

鄙
陋
、
詞
繁
理
寡
。
敷
奏
之
際
、
人
皆
竊
笑
。
然
以
次
第
當
言
、
無
所
辭
避
。
而
冗
散
之
徒
、
或
行
路
假
手
、
僶
俛
供
職
、
愁
苦

無
憀
（
時
議
者
以
爲
不
便
。
⑪
後
竟
罷
之
。
⑫
始
知
李
琪
所
奏
、
深
達
理
體
矣
）。
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明
宗
、
天
成
元
年
七
月
、
侍
御
史
臺
奏
す
。
①
毎
月
文
明
殿
入
閣
、
及
び
百
官
五
日
に
一
た
び
中
興
殿
に
赴
く
等
の
事
。
②
伏
し
て
故
事
に
准
ず
る
に
、

毎
月
の
百
官
入
閣
。
所
司
儀
仗
を
排
し
、
金
吾
勘
契
す
。
入
り
て
後
、
待
制
、
次
對
官
あ
り
。
各
の
本
司
の
公
事
を
擧
論
す
。
左
右
起
居
、
分
れ
て
言
動

を
記
し
、
以
て
史
館
に
付
し
、
帝
錄
を
編
脩
す
。
此
れ
本
朝
經
久
の
制
な
り
。
③
昨
に
陛
下
初
め
て
大
寶
を
膺
け
、
治
平
を
致
さ
ん
こ
と
を
思
ひ
、
遂
に

綸
言
を
降
す
。
特
に
聖
旨
を
申
べ
、
百
官
常
朝
を
除
く
の
外
、ａ
宰
臣
に
依
り
、
五
日
毎
に
一
度
内
に
入
り
起
居
せ
し
む
。
貴
ぶ
所
は
敷
陳
に
預
る
を
得
、

庶
績
を
凝
ら
し
め
ん
こ
と
を
と
。
此
れ
益
す
陛
下
百
司
に
切
に
し
て
、
各
の
時
政
を
言
は
し
め
ん
と
す
。
特
に
五
日
に
一
た
び
天
顔
に
面
せ
し
む
。
ｂ
眷

睠
丁
寧
を
以
て
す
る
と
雖
も
、
朝
儀
の
拘
束
に
限
ら
る
。
序
班
し
て
入
り
、
拜
手
し
て
廻
る
。
縱
ひ
公
事
要
言
あ
り
と
も
、
亦
た
且
つ
巻
行
し
、
須
く
出

づ
べ
し
。
百
司
何
に
由
り
て
職
を
擧
げ
ん
、
兩
史
以
て
言
を
記
す
な
し
。
ｃ
外
な
れ
ば
則
ち
此
れ
に
因
り
待
制
、
次
對
の
官
を
廢
す
。
ｄ
内
な
れ
ば
則
ち

以
て
延
英
、
衆
人
の
別
を
分
つ
な
し
。
④
臣
の
愚
見
を
以
て
、
竊
に
陳
ぶ
る
所
あ
り
。
ａ
欲
し
乞
ふ
ら
く
は
陛
下
毎
月
一
日
、
十
五
日
の
兩
度
、
文
明
殿

に
出
御
し
、
入
閤
の
儀
を
排
さ
れ
ん
こ
と
を
。
諸
司
前
に
依
り
轉
對
し
、
今
司
の
公
事
を
奏
論
せ
ん
。
其
の
百
官
の
就
食
、
之
れ
を
廊

と
謂
ふ
。
則
ち

中
外
既
に
區
分
あ
り
、
禁
庭
も
亦
た
更
に
嚴
察
な
ら
ん
。
ｂ
如
し
陛
下
羣
臣
の
敷
陳
す
る
所
あ
る
に
切
な
れ
ば
、
即
ち
乞
ふ
ら
く
は
宰
臣
五
日
に
一
度
延

英
の
際
に
因
り
、
班
行
内
奏
事
を
要
る
者
あ
れ
ば
、
門
に
臨
ん
で
狀
到
ら
ば
、
便
ち
引
入
を
許
さ
れ
ん
こ
と
を
。
此
れ
又
た
旅
進
旅
退
に
お
い
て
、
事
理

同
じ
か
ら
ざ
る
あ
り
、
言
路
既
に
開
き
、
別
に
聖
德
を
彰
か
に
せ
ん
。
ｃ
如
し
或
ひ
は
山
陵
の
日
近
き
を
以
て
、
朔
望
坐
せ
ざ
れ
ば
、
即
ち
次
日
を
取
る

は
、
亦
た
舊
規
に
合
は
ん
。
陵
園
を
過
ぎ
り
て
還
る
を
候
た
ん
こ
と
、
法
制
の
如
く
せ
ん
。
臣
邦
憲
を
司
る
を
叨
く
し
、
朝
儀
を
典
る
を
獲
た
り
。
儻
し

事
に
遇
ひ
て
言
は
ざ
れ
ば
、即
ち
奉
公
し
て
何
を
か
取
ら
ん
。
乞
ふ
中
書
門
下
に
宣
付
し
、商
量
し
て
曾
ち
經
久
な
る
者
を
獲
ん
と
。
⑤
中
書
奏
議
曰
く
、

比
ろ
令
し
て
五
日
に
内
殿
起
居
せ
し
む
。
百
司
事
あ
り
て
論
奏
し
、
中
外
或
ひ
は
擁
隔
を
爲
さ
ん
こ
と
を
慮
る
な
り
。
朔
望
入
閣
に
至
る
も
、
亦
た
是
れ

朝
廷
の
舊
儀
な
り
。
李
琪
、
自
ら
憲
綱
を
領
し
、
毎
に
故
事
に
循
り
、
官
に
備
わ
り
て
條
奏
す
る
に
、
頗
る
國
章
に
叶
ふ
。
望
む
ら
く
は
奏
す
る
所
に
依

ら
ん
と
。
⑥
勅
旨
し
て
曰
く
、
五
日
の
起
居
の
意
、
貴
ぶ
所
は
數
群
臣
に
見
へ
、
時
事
を
陳
べ
し
め
ん
と
。
憲
司
奏
す
る
所
、
朔
望
入
閣
等
の
事
、
既
に

往
例
に
合
ひ
、
以
て
允
兪
す
る
を
得
た
り
。
其
の
五
日
に
一
度
起
居
の
際
、
班
行
内
に
奏
事
を
要
む
る
者
あ
ら
ば
、
便
ち
行
を
出
で
奏
對
せ
よ
。
仍
て
所
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司
に
付
せ
。
⑦
自
後
事
を
言
ふ
者
、
又
た
奏
請
す
ら
く
は
五
日
内
殿
起
居
の
日
、
日
官
を
し
て
次
第
し
、
轉
對
奏
事
せ
し
め
ん
こ
と
を
請
ふ
。
⑧
又
た
之

れ
に
從
ふ
。
⑨
是
れ
よ
り
、
百
官
五
日
の
内
殿
起
居
、
言
ふ
所
の
事
を
以
て
、
牋
奏
に
形
れ
、
錄
は
笏
記
に
在
り
、
殿
庭
に
明
敭
す
。
⑩
而
し
て
素
と
よ

り
文
學
な
く
、
及
び
理
體
に
閑
れ
ざ
る
者
、
其
の
文
句
鄙
陋
、
詞
繁
に
し
て
理
寡
し
。
敷
奏
の
際
、
人
皆
竊
か
に
笑
ふ
。
然
し
て
次
第
を
以
て
當
に
言
ふ

べ
く
し
て
、
辭
避
す
る
所
な
し
。
而
し
て
冗
散
の
徒
、
或
ひ
は
行
路
假
手
し
、
僶
俛
と
し
て
供
職
し
、
愁
苦
憀
る
な
し
（
時
に
議
す
る
者
以
て
不
便
と
爲

す
。
⑪
後
竟
ひ
に
之
れ
を
罷
む
。
⑫
始
め
て
李
琪
の
奏
す
る
所
、
深
く
理
體
に
達
す
る
を
知
れ
り
）。

ま
ず
、
①
〜
④
の
御
史
大
夫
李
琪⑨

の
奏
議
に
お
い
て
、
入
閤
と
五
日
起
居
に
臣
僚
の
奏
事
を
導
入
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。
そ

の
方
策
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　

入
閤
…
（
後
梁
以
来
、
月
一
度
挙
行
で
あ
っ
た
が
）
月
二
度
と
し
、
諸
司
が
「
転
対
」
し
て
本
司
の
公
事
を
奏
論
す
る
④
ａ

　

五
日
の
内  

殿
起
居
…
百
官
の
発
言
を
求
め
る
者
は
、
事
前
に
門
前
で
状
を
呈
し
、
許
可
を
得
た
ら
、
皇
帝
の
面
前
で
奏
事
す
る

こ
と
を
許
す
④
ｂ

つ
ま
り
、
入
閤
で
は
諸
司
が
輪
番
で
業
務
上
の
公
事
を
論
じ
る
「
転
対
」
と
い
う
恒
常
的
制
度
を
あ
ら
た
め
て
置
く
の
に
対
し
、
五

日
起
居
で
は
臣
僚
が
自
発
的
に
奏
事
す
る
と
い
う
制
度
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
中
書
が
賛
成
し
（
⑤
）、そ
れ
に
対
し
て
明
宗
の
勅
旨

は
、
朔
望
の
入
閤
の
転
対
は
大
唐
の
故
事
で
あ
る
か
ら
、
李
琪
の
提
案
ど
お
り
復
活
し
、
五
日
起
居
は
事
前
奏
上
な
し
で
、
随
時
の
上

奏
を
許
可
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
（
⑥
）。

勅
旨
に
言
う
よ
う
に
、
明
宗
の
言
路
洞
開
の
意
欲
が
う
か
が
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
五
日
起
居
に
は
、
入
閤
の
転
対
官
の
よ
う
な
恒
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常
的
か
つ
義
務
的
な
諮
問
要
員
は
置
か
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
奏
請
す
る
者
が
あ
り
、
五
日
起
居
に
も
、
転
対
を
導
入
す
る

こ
と
と
な
る
（
⑦
⑧
）⑩

。
そ
の
結
果
、
ど
う
な
っ
た
か
と
い
え
ば
、
輪
番
に
あ
た
っ
た
転
対
官
は
奏
事
を
強
制
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
文

章
能
力
の
貧
弱
さ
を
露
呈
し
て
笑
い
も
の
に
さ
れ
た
。
代
作
を
依
頼
す
る
者
ま
で
現
れ
、
識
者
に
不
便
を
指
摘
さ
れ
（
⑩
）、
つ
い
に
廃

止
さ
れ
た
（
⑪
）⑪

。
輪
番
制
な
の
で
、
事
前
に
奏
事
を
準
備
で
き
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
任
に
堪
え
な
い
臣
僚
が
多
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
余
談
な
が
ら
、
大
唐
の
時
代
、
五
代
の
転
対
と
同
様
の
義
務
的
奏
事
制
度
で
、
そ
う
し
た
事
例
は
さ
ほ
ど
目
立
た
な
か
っ
た

⑫

。
こ
れ
は
五
代
官
人
の
資
質
に
由
来
す
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

入
閤
の
儀
の
転
対
は
月
二
回
の
大
朝
会
に
お
け
る
儀
礼
的
な
も
の
で
あ
り
、
開
催
頻
度
が
少
な
い
。
五
日
起
居
に
、
義
務
的
奏
事
者

で
あ
る
転
対
を
導
入
す
る
試
み
も
失
敗
に
終
わ
り
、
総
じ
て
入
閤
・
五
日
起
居
と
い
う
朝
儀
の
場
に
お
い
て
、
聴
政
の
実
質
は
希
薄
で

あ
る
と
い
え
よ
う⑬

。
唐
末
か
ら
五
代
に
か
け
て
の
転
対
・
次
対
官
制
度
を
考
察
さ
れ
た
陳
曄
氏
に
よ
る
と
、
後
晋
以
降
、
転
対
官
は
時

に
設
置
さ
れ
る
も
封
事
上
奏
の
形
式
と
な
り
、奏
対
制
度
に
お
け
る
口
頭
奏
事
か
ら
文
書
制
度
へ
の
転
換
期
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る⑭

。

以
上
は
、「
入
閤
」
及
び
「
五
日
起
居
」
の
場
に
お
け
る
百
官
奏
事
制
度
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
、
朝
会
儀
礼
が
挙
行
さ
れ
て
い
る
場

に
お
い
て
の
奏
事
で
あ
り
、
い
わ
ば
、
大
唐
の
制
の
「
対
仗
奏
事
」
に
あ
た
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
朝
会
儀
礼
終
了
後
、
百
官
退
去
後

に
宰
相
が
奏
事
す
る
機
会
が
あ
っ
た
。
大
唐
の
制
に
い
う
と
こ
ろ
の
「
仗
下
奏
事
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、次
章
で
述
べ
よ
う
。

第
二
章　

中
興
殿
に
お
け
る
聴
政

五
代
、
と
り
わ
け
後
唐
期
で
は
、
内
殿
で
あ
る
中
興
殿
等
で
、
宰
相
・
枢
密
使
に
よ
る
奏
事
は
継
続
し
て
実
施
さ
れ
て
お
り
（
表
1
）、

少
な
く
と
も
後
唐
期
で
は
、
前
章
で
述
べ
た
陳
曄
氏
の
所
説
の
如
く
口
頭
奏
事
が
衰
退
し
て
い
た
と
は
い
い
が
た
い
。
こ
れ
ら
の
聴
政
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は
百
官
居
並
ぶ
朝
会
儀
礼
と
は
別
の
「
場
」
で
実
施
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
明
宗
の
先
代
で
あ
る
荘
宗
皇
帝
の
時
代
に
は
、
次
の

よ
う
な
記
録
が
見
い
だ
せ
る
。『
五
代
会
要
』
巻
六
、
輟
朝
・
雑
録
に⑮

、

後
唐
同
光
二
年
﹇
九
二
四
﹈
正
月
四
日
、
四
方
館
奏
、
常
朝
諸
職
員
、
多
有
參
雜
。
今
後
、
除
隨
駕
將
校
、
外
方
進
奉
使
、
文
武

兩
班
三
品
已
上
官
、
可
於
内
殿
對
見
。
其
餘
並
詣
正
衙
、
以
申
常
禮
。
從
之
。

後
唐
同
光
二
年
正
月
四
日
、
四
方
館
奏
す
、
常
朝
の
諸
の
職
員
、
多
く
參
雜
あ
り
。
今
後
、
隨
駕
將
校
、
外
方
の
進
奉
使
、
文
武
兩
班
三
品
已
上
の
官
、

内
殿
に
て
對
見
す
べ
き
を
除
き
、
其
の
餘
は
並
び
に
正
衙
に
詣
り
、
以
て
常
禮
を
申
べ
ん
こ
と
を
と
。
之
れ
に
從
る
。

と
あ
り
、
文
武
三
品
以
上
の
官
・
禁
軍
将
校
・
藩
鎮
の
進
奉
使
は
内
殿
に
お
い
て
対
見
し
、
そ
の
他
の
官
員
は
正
衙
の
常
礼
に
赴
い
た

と
い
う
。
こ
の
「
正
衙
の
常
礼
」
と
は
「
常
朝
」
の
儀
と
考
え
ら
れ
る
。
唐
代
の
常
朝
は
実
際
に
皇
帝
に
謁
見
し
て
い
た
が
、
五
代
の

そ
れ
は
正
衙
殿
（
文
明
殿
）
に
立
班
し
て
、「
不
坐
（
皇
帝
陛
下
は
お
出
ま
し
に
な
ら
な
い
）」
が
宣
さ
れ
る
と
退
出
す
る
と
い
う
、
皇
帝
に
謁

見
す
る
こ
と
の
な
い
儀
礼
と
化
し
て
い
た⑯

。「
そ
の
餘
」
つ
ま
り
重
要
性
の
低
い
諸
官
が
、
こ
う
し
た
常
朝
に
赴
く
一
方
、
内
殿
で
皇
帝

に
謁
見
し
て
い
た
文
武
三
品
以
上
の
高
官
や
禁
軍
将
校
達
は
、
朝
会
儀
礼
と
は
別
の
場
で
聴
政
に
参
加
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

す
な
わ
ち
、「
朝
会
」
と
「
聴
政
」
の
分
離
で
あ
る
。
従
っ
て
、
常
朝
参
加
官
は
、
当
時
月
に
一
度
の
み
挙
行
さ
れ
て
い
た
「
入
閤
」

が
、
唯
一
皇
帝
に
謁
見
す
る
機
会
と
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
が
、
明
宗
皇
帝
が
即
位
早
々
に
五
日
起
居
の
制
を
創
始
し
た
背
景
で
あ
る
。

前
章
で
引
用
し
た
李
琪
の
上
奏
文
「
百
官
、
常
朝
を
除
く
の
外
、
宰
臣
に
依
り
、
五
日
毎
に
一
度
、
入
内
起
居
」
と
は
、
そ
う
し
た

文
脈
で
解
釈
す
べ
き
で
あ
り
、
も
し
「
常
朝
」
が
唐
制
の
如
く
実
際
に
皇
帝
に
謁
見
す
る
な
ら
ば
、
こ
と
さ
ら
五
日
ご
と
に
内
殿
に
入

る
必
要
は
無
い
の
で
あ
る
。
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表 1　後梁・後唐聴政関係史料一覧
西暦 年月日 場所 内容 出典

後梁太祖
1 907 開平元年10月29日 延英殿 毎月 15 日に延英殿聴政

を実施
冊 197、閏位部、
朝会

2 909 開平3年8月1日 便殿 金鑾・崇勲殿の代わり 冊 197、閏位部、
朝会

3 911 乾化元年5月4日 崇勲殿 宰相に諮問 冊 319、宰輔部、
褒寵 2

後唐荘宗
4 924 同光2年正月4日 内殿 隨駕將校、外方進奉使、文

武兩班三品已上官は内殿
対見とする

五代会６、輟朝雑
録

5 924 同光2年正月15日 中興殿 郭崇韜に鐡劵を賜う 旧五代史 31
6 925 同光3年2月16日 文明殿後 郭崇韜と辺境の事を議す 冊 994、外臣部、

備禦 7
7 926 同光4年3月6日 便殿・延英殿 宰相と財政を議す 冊 181、帝王部、

無断
8 926 同光4年3月20日 中興殿之廊下 枢密使と宰相が軍機を議

す→奏上→裁可
旧五代史 34

9 926 同光4年4月1日 中興殿 群臣、中興殿に朝し、宰
相対すること三刻

新五代史 37、伶官
伝

明宗
10 926 天成元年4月25日 中興殿 即位後初めての聴政 旧五代史 36
11 926 天成元年5月3日 内殿・延英殿 五日起居の開始、非時開

延英殿
冊108,帝王部、朝
会３

12 926 天成元年5月19日 内殿・延英殿 内殿で機務を親決・延英
殿で宰相に対する

五代会要６、常朝

13 926 天成元年5月19日 端明殿 端明殿学士を置く 資治通鑑 275
14 926 天成元年5月30日 便殿 五日起居を便殿と称す

る、中興殿＝便殿
冊108,帝王部、朝
会３

15 926 天成元年7月 内殿・延英殿 延英殿で五日起居？、百
官に奏事させる

冊 517､ 憲官部、
振挙２

16 926 天成元年7月 内殿 五日起居で転対奏事させ
る

冊108,帝王部、朝
会

17 926 天成元年10月 中興殿 右散騎常侍の献策（常参
官自代）→却下

冊 475、台省部、
奏議 6

18 926 天成元年？ 内殿 北京留守を召還して謁見 新五代史 28、唐臣
伝 16、何瓚

19 927 天成2年正月？ 内殿 枢密使の奏事（宰相の人
選）

冊 337、宰輔部、
樹党

20 927 天成2年正月？ 中興殿廊舍 宰相人選議事、退朝の後、
宰相・枢密使が休憩

冊 337、宰輔部、
樹党

21 927 天成2年5月 中興殿？ 宰相・枢密使が使臣給券
の件で争論

新五代史 28、唐臣
伝 16、任圜

22 927 天成2年6月22日 中興殿？ 五日起居の転対をやめる 冊 475、台省部、
奏議 6

23 927 天成2年7月25日 中興殿 五日起居で給事中が妖言
を発する

冊 482、台省部、
諂佞
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24 927 天成2年9月 中興殿 進馬を閲見し枢密使と議
論

五代会要 29、黨項
羌

25 927 天成2年12月 玄徳殿 宰相と民情を議論 旧五代史 38
26 928 天成3年正月5日 玄徳殿 宰相に 都行幸を諮問 冊 114、帝王部、

巡幸 3
27 928 天成3年2月21日？ 玄徳殿 宰相鄭玨辞職を願う 冊 331、宰輔部、

退譲 2
28 928 天成3年7月 便殿 宰相、民情を奏事 冊 314、宰輔部、

謀猷 4
29 928 天成3年8月 玄徳殿 宰相の諫言 冊 314、宰輔部、

謀猷 4
30 928 天成3年8月6日 五日起居で文武両班に発

言を求めることを献策
冊 475、台省部、
奏議 6

31 928 天成3年10月 便殿 外賓・節度使を引対 冊 475、台省部、
奏議 6

32 929 天成4年7月 中興殿 宰相に民情を諮問 冊 104、帝王部、
訪問

33 929 天成4年7月 中興殿 侍臣・枢密使に諮問 冊 178、帝王部、
姑息 3

34 929 天成4年8月22日 中興殿
（延英殿？）

宰相に時政について諮問 冊 314、宰輔部、
謀猷 4・旧五代史
126、馮道は延英
殿と表記

35 929 天成4年8月 中興殿 宰相、租税減免を奏事 冊 314、宰輔部、
謀猷 4

36 929 天成4年9月12日 中興殿 宰相に時事を諮問 冊 314、宰輔部、
謀猷 4

37 929 天成4年9月20日 中興殿 枢密使と進馬について議
論

冊 170、帝王部、
来遠

38 929 天成4年10月10日 中興殿 宰相と人事を語る 冊 158、帝王部、
誡励 3

39 929 天成4年10月 便殿 退朝後、胡語で時事を訪
問

資治通鑑 276、旧
五代史 91、康福

40 929 天成4年12月 中興殿？ 五日起居を左右史に記録
させる

五代会要 13、起居
郎起居舎人

41 天成年間 中興殿 近臣に刑獄について指示
する

冊 58、帝王部、守
法

42 930 長興元年正月18日 中興殿 宰相と天候・農事につい
て語る

冊 37、帝王部、頌
特

43 930 長興元年4月 中興殿 宰相、李從珂の処罰を請
う

旧五代史 41

44 930 長興元年8月11日 中興殿 宰相、奸臣の処罰を請う 冊 337、宰輔部、
徇私

45 930 長興元年9月 中興殿？ 枢密使・宰相が日替わり
で奏事→宰相、枢密使安
重誨の辞職問題について
奏上

冊 331、宰輔部、
退譲 2

46 930 長興元年11月6日 五日転対廃止が献策され
る・入閤は刑法官・待制
を存置→却下

冊 475、台省部、
奏議第 6
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47 930 長興元年 中興殿 地方官の入朝、諮問 旧五代史 65、王思
同

48 931 ※長興2年2月13日 ※安重誨の枢密使を解任 資治通鑑 277
49 931 長興2年3月28日 朝臣起居、入閤奏對公事

は史館に送付する
五代会要 18、史館
雑録

50 931 ※長興2年閏5月 ※太子太師致仕安重誨を
殺害

資治通鑑 277

51 931 長興2年8月18日 五日転対廃止・入閤は待
制を存置

冊108,帝王部、朝
会３

52 931 長興2年12月26日 中興殿 宰相、天候と仁政につい
て奏上

冊 37、帝王部、頌
特

53 932 長興3年正月19日 中興殿 侍臣に行幸の感想を語る 冊 114、帝王部、
巡幸 3

54 932 長興3年3月11日 中興殿 宰相、農事と契丹につい
て語る

冊 37、帝王部、頌
特

55 932 長興3年7月 端明殿 吐蕃使を引対 五代会要 30、吐番
56 932 長興3年9月10日 端明殿 朝儀を実施 冊108,帝王部、朝

会３
57 932 長興3年10月10日 廣夀殿 近臣と契丹対策を協議 冊 120、帝王部、

選将 2
58 932 長興3年10月 端明殿 朝儀を実施 冊 178、帝王部、

姑息 3
59 933 長興4年正月13日 中興殿を正殿と称する 旧五代史 89、劉
60 933 長興4年正月13日 端明殿 端明殿で謝官 旧五代史 90、劉
61 933 長興4年2月 便殿・中興殿 便殿で枢密使に諮問 旧五代史 44、冊

484、邦計部、経
費は、中興殿と記
載

62 933 長興4年2月12日 中興殿 西川進奉使に諮問 冊 178、帝王部、
姑息 3

63 933 長興4年2月 中興殿 宰相と治道を論じる 冊 314、宰輔部、
謀猷 4

64 933 長興4年6月21日 廣夀殿 病後、百官を閲見 冊108,帝王部、朝
会３

65 933 長興4年7月6日 廣夀殿 病後、出御 資治通鑑 278
66 933 長興4年7月7日 廣夀殿 節度使の入謝 冊 158、帝王部、

誡励 3
67 933 長興4年7月18日 廣夀殿 節度使に諮問 冊 48、帝王部、従

人欲
68 933 長興4年10月18日 中興殿 宰相と久しく会見せず→

五日起居で会見
冊 58、帝王部、勤
政

69 933 長興4年11月17日 廣夀殿 大漸にて秦王・枢密使ら
起居

新五代史 15、唐明
宗家人伝 3、明宗
子、秦王従栄

70 933 長興4年11月17日 廣夀殿から雍和殿に移る 旧五代史 44
71 933 長興4年11月20日 中興殿門外 近臣ら謀議 資治通鑑 278
72 長興年間 中興殿 宰相、民情を語る 冊 218、閏位部、

疑忌
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73 明宗朝 中興殿 枢密使らと論議 冊 78、帝王部、委
任 2

閔帝
74 933 長興4年12月29日 中興殿 閔帝、初めて中興殿に出

御
資治通鑑 278

75 934 應順元年正月１日 廣夀殿 元旦の視朝 冊108,帝王部、朝
会３

末帝
76 934 清泰元年11月5日 便殿 前任節度使、刺史、行軍

副使、毎日？起居
旧五代史 46、唐書
22、末帝紀上

77 934 清泰元年12月 刑法官の候対 冊 145、帝王部、
弭災

78 934 清泰元年 便殿 判三司を説得 旧五代史 69、張延
朗

79 935 清泰2年3月16日 文明殿 入閤において刑法官・待
制官の次対

冊108,帝王部、朝
会３

80 935 清泰2年3月 内殿 判三司、毎日内殿に祗候 五代会要 13、中書
門下

81 935 清泰2年6月 中興殿庭 学士・知制誥らが宿直 資治通鑑 279
82 935 清泰2年7月25日 宰相盧文紀、延英殿復活

を献策
旧五代史 47、末帝
中

83 935 清泰2年 御史中丞、中興殿に坐し
ない場合、宣不坐を請う

冊 476、台省部、
奏議

84 935 清泰2年 便殿 判三司に訓戒 冊 314、宰輔部、
謀猷 4

85 清泰年間 中興殿 宰相を慰留 冊 331、宰輔部、
退譲 2

86 末帝朝 廣夀殿 翰林学士らに賜食 冊 550、詞臣部、
恩奨

冊…『冊府元亀』
※下線付き殿宇は開封の殿宇
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こ
こ
で
一
つ
の
問
題
が
生
じ
る
。「
宰
臣
に
依
り
」
と
い
う
文
言
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
百
官
の
入
内
起
居
と
い
う
行
動
は
、
宰
臣
の

「
入
内
起
居
」
の
付
属
物
と
い
う
含
意
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
例
え
ば
、
宰
相
は
常
に
皇
帝
に
謁
見
し
、
五
日
ご
と
に
百
官
が
そ
れ

に
付
き
従
う
と
い
う
解
釈
で
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
欧
陽
脩
『
新
五
代
史
』
巻
五
四
、
李
琪
伝
に
、

自
唐
末
喪
亂
、
朝
廷
之
禮
壞
。
天
子
未
嘗
視
朝
、
而
入
閤
之
制
亦
廢
。
常
參
之
官
日
至
正
衙
者
、
傳
聞
不
坐
即
退
。
獨
大
臣
奏
事
、

日
一
見
便
殿
。
而
侍
從
、
内
諸
司
、
日
再
朝
而
已
。
明
宗
初
即
位
、
乃
詔
羣
臣
、
五
日
一
隨
宰
相
入
見
内
殿
。
謂
之
起
居
。

唐
末
の
喪
亂
よ
り
、
朝
廷
の
禮
壞
つ
。
天
子
未
だ
嘗
て
視
朝
せ
ず
、
而
し
て
入
閤
の
制
も
亦
た
廢
す
。
常
參
の
官
日
び
正
衙
に
至
る
者
、
不
坐
を
傳
聞
す

れ
ば
即
ち
退
く
。
獨
り
大
臣
の
奏
事
、
日
に
一
た
び
便
殿
に
見
ゆ
。
而
し
て
侍
從
、
内
諸
司
、
日
に
再
朝
す
る
の
み
。
明
宗
初
め
て
即
位
し
、
乃
ち
詔
し

て
羣
臣
、
五
日
に
一
た
び
宰
相
に
隨
ひ
内
殿
に
入
見
せ
し
む
。
之
れ
を
起
居
と
謂
ふ
。

と
あ
り
、「
大
臣
」
は
毎
日
一
度
「
便
殿
」
で
皇
帝
に
謁
見
し
、
彼
ら
よ
り
親
近
な
「
侍
従
・
内
諸
司
」
は
毎
日
二
度
謁
見
す
る
と
い

う
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
少
な
く
と
も
、
宰
相
は
毎
日
皇
帝
に
謁
見
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
う
と
も
言
い
が
た
い
史
料
が

あ
る
。『
冊
府
元
亀
』
巻
五
八
、
帝
王
部
、
勤
政
に
、

﹇
明
宗
長
興
四
年
９
３
３
﹈
十
月
辛
酉
﹇
一
八
﹈、
上
顧
謂
侍
臣
曰
、
宰
臣
久
不
相
見
、
何
也
。
因
令
孟
漢
瓊
傅
詔
。
馮
道
奏
曰
、

臣
等
以
五
日
起
居
、
稟
中
旨
召
見
、
不
敢
大
進
也
。
是
月
、
道
率
百
僚
見
于
中
興
殿
。

十
月
辛
酉
、
上
顧
て
侍
臣
に
謂
ひ
て
曰
く
、
宰
臣
久
し
く
相
ひ
見
え
ず
、
何
ぞ
や
。
因
て
孟
漢
瓊
を
し
て
傅
詔
せ
し
む
。
馮
道
奏
し
て
曰
く
、
臣
等
五
日

の
起
居
を
以
て
、
中
旨
を
稟
け
て
召
見
す
、
敢
へ
て
大
進
せ
ざ
る
な
り
。
是
の
月
、
道
百
僚
を
率
ひ
て
中
興
殿
に
見
ゆ
。
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と
あ
り
、
宰
相
が
「
中
旨
を
稟
け
て
召
見
」
さ
れ
る
の
は
五
日
起
居
の
み
で
あ
り
、
結
果
、
明
宗
皇
帝
か
ら
「
宰
相
と
久
し
く
会
わ
な

い
」
と
訝
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
次
に
『
五
代
会
要
』
巻
一
三
、
中
書
門
下
の
条
に
、

﹇
末
帝
清
泰
﹈
二
年
﹇
九
三
五
﹈
三
月
、
宰
臣
張
延
朗
奏
。
臣
判
三
司
事
、
毎
日
内
殿
祗
候
。
其
合
綴
前
班
押
班
、
伏
乞
特
免
。
從

之
。

二
年
三
月
、
宰
臣
張
延
朗
奏
す
。
臣
三
司
の
事
を
判
し
、
毎
日
内
殿
に
て
祗
候
す
。
其
の
合
に
前
班
に
綴
り
押
班
す
べ
き
は
、
伏
し
て
乞
ふ
ら
く
は
特
に

免
ぜ
ら
れ
ん
こ
と
を
と
。
之
に
從
る
。

と
あ
り
、
宰
相
張
延
朗
が
毎
日
「
内
殿
」
で
祗
候
し
て
い
た
こ
と
を
伝
え
る
が
、
そ
れ
は
彼
が
三
司
を
判
し
て
い
た
故
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
る
。
故
に
、
三
司
の
よ
う
な
財
務
官
や
枢
密
使
を
兼
任
し
て
い
な
い
宰
相
は
、
そ
う
で
は
な
い
可
能
性
が
出
て
く
る
。
他
に
毎
日

起
居
し
た
官
職
に
つ
い
て
、『
旧
五
代
史
』
巻
四
六
、
末
帝
紀
上
に
、

﹇
清
泰
元
年
９
３
４
﹈
十
一
月
辛
丑
﹇
中
略
﹈
御
史
臺
奏
、
前
任
節
度
使
、
刺
史
、
行
軍
副
使
、
雖
毎
日
於
便
殿
起
居
、
毎
遇
五
日

起
居
、
亦
合
綴
班
。
從
之
。

十
一
月
辛
丑
﹇
中
略
﹈
御
史
臺
奏
す
、
前
任
節
度
使
、
刺
史
、
行
軍
副
使
、
毎
日
便
殿
に
て
起
居
す
と
雖
も
、
五
日
の
起
居
に
遇
ふ
毎
に
、
亦
た
合
に
班

に
綴
る
べ
し
と
。
之
に
從
る
。

と
あ
っ
て
、
前
任
節
度
使
・
刺
史
・
行
軍
副
使
と
い
う
地
方
長
官
・
軍
官
は
毎
日
「
便
殿
」
で
起
居
し
て
い
る
が
、
五
日
起
居
の
開
催

日
に
お
い
て
も
、
他
官
と
同
様
に
起
居
の
儀
礼
に
参
加
し
て
立
班
す
べ
し
と
の
措
置
が
さ
れ
て
い
る⑰

。
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以
上
、
荘
宗
朝
以
来
、
一
部
の
高
官
及
び
軍
事
・
財
政
で
重
視
さ
れ
た
官
職
は
、
入
閤
や
五
日
起
居
と
い
う
フ
ォ
ー
マ
ル
な
朝
会
儀

礼
以
外
に
、
随
時
「
内
殿
」・「
便
殿
」
で
皇
帝
に
謁
見
し
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
明
宗
朝
に
な
る
と
、
宰
相
が
そ
こ

か
ら
疎
外
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

そ
こ
で
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
参
考
に
な
る
の
は
、
末
帝
の
清
泰
二
年
（
九
三
五
）
七
月
丁
巳
に
、
宰
相
盧
文
紀
が
上
呈
し
た
上
奏

文
で
あ
る
（『
旧
五
代
史
』
巻
四
七
、
末
帝
紀
中⑱

）。
こ
れ
は
、
末
帝
が
盧
文
紀
達
宰
相
を
召
見
し
た
時
に
、
彼
ら
が
王
朝
に
貢
献
で
き
る
上

奏
を
し
て
い
な
い
の
を
責
め
た
の
に
対
し
て
、
そ
の
い
い
わ
け
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
長
文
に
な
る
が
、
本
論
考
の
論
旨
に
関
わ
る

史
料
な
の
で
、
内
容
に
従
っ
て
改
行
し
数
字
・
記
号
を
振
る
な
ど
整
理
し
て
掲
載
し
、
そ
の
後
に
大
意
を
箇
条
書
き
に
し
、
訓
読
は
省

略
す
る
。

　
﹇
清
泰
二
年
９
３
５
七
月
﹈
丁
已
、
宰
臣
盧
文
紀
等
上
疏
。
其
略
曰
、

①
臣
近
蒙
召
對
、
面
奉
天
旨
、
凡
軍
國
庶
事
、
利
害
可
否
、
卿
等
合
盡
言
者
。

②
臣
等
謬
處
台
衡
、
奉
行
制
勅
。

③
但
縁
事
理
互
有
區
分
、
軍
戎
不
在
於
職
司
、
錢
穀
非
關
於
局
分
。

　

苟
陳
異
見
、
即
類
侵
官
。

　

況
才
不
濟
時
、
識
非
經
遠
。

④
因
五
日
起
居
之
例
、
於
兩
班
旅
見
之
時
、
略
獲
對
敭
、
兼
承
顧
問
。

　

衛
士
周
環
於
階
陛
、
庶
臣
羅
列
於
殿
庭
、
四
面
聚
觀
、
十
手
所
指
。

　

臣
等
苟
欲
各
伸
愚
短
、
此
時
安
敢
敷
陳
。
韓
非
昔
懼
於
説
難
、
孟
子
亦
憂
於
言
責
。
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⑤
臣
竊
奉
本
朝
政
事
、

　

肅
宗
初
平
冦
難
、
再
復
寰
瀛
、
頗
經
渉
於
艱
難
、
尤
勤
勞
於
委
任
。

ａ
毎
正
衙
奏
事
、
則
泛
咨
訪
於
羣
臣
。

ｂ
及
便
殿
詢
謀
、
則
獨
對
敭
於
四
輔
。

⑥
自
上
元
元
年
後
、
於
長
安
東
内
置
延
英
殿
。

ｃ
宰
臣
如
有
奏
議
、
聖
旨
、
或
有
特
宣
。
皆
於
前
一
日
上
聞
。

ｄ
對
御
之
時
、
祗
奉
冕
旒
、
旁
無
侍
衛
。
獻
可
替
否
、
得
曲
盡
於
討
倫
、
捨
短
從
長
。

　

故
無
虞
於
漏
洩
、
君
臣
之
際
、
情
理
坦
然
。

⑦
伏
望
、
聖
慈
俯
循
故
事
。

　

或
有
事
關
軍
國
、
謀
繫
否
臧
、
未
果
决
於
聖
懐
、
要
詢
訪
於
臣
輩
。

ｅ
則
請
依
延
英
故
事
、

　

前
一
日
傳
宣
。

ｆ
或
臣
等
有
所
聼
聞
、
切
關
利
害
、
難
形
文
字
、
須
面
敷
敭
。

　

臣
等
亦
依
故
事
、
前
一
日
請
開
延
英
。

⑧
當
君
臣
奏
議
之
時
、

請
機
要
臣
僚
侍
立
左
右
。
兼
乞
稍
霽
威
嚴
、
恕
臣
荒
拙
、
雖
乏
鷹

之
効
、
庶
盡
葵

之
心
。

⑨
詔
曰
﹇
中
略
﹈
切
請
復
延
英
之
制
、
以
伸
議
政
之
規
。

　

而
况
列
聖
遺
芳
、
皇
朝
盛
事
、
載
詳
徴
引
、
良
切
歎
嘉
。

⑩
恭
惟
五
日
起
居
、
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先
皇
垂
範
。
俟
百
寮
之
俱
退
、
召
四
輔
以
獨
昇
。
接
以
温
顔
、
詢
其
理
道
。

　

計
此
時
作
事
之
意
、
亦
昔
日
延
英
之
流
。

⑪
朕
叨
獲
嗣
承
、
切
思
遵
守
、
將
成
其
美
、
不
爽
兼
行
。

　

其
五
日
起
居
、
仍
令
仍
舊
。

⑫
尋
常
公
事
、
亦
可
便
舉
奏
聞
。

⑬
或
事
属
機
宜
、
理
當
秘
密
、
量
事
緊
慢
、
不
限
隔
日
及
當
日
、
便
可
於
閤
門

候
、
具

　

牓
子
奏
聞
、
請
面
敷
敭
。

ｇ
即
當
盡
屏
侍
臣
、
端
居
便
殿
、
佇
聞
髙
議
、
以
慰
虚
懐
。

⑭
朕
或
要
見
卿
時
、
亦
令
當
時
宣
召
。

⑮
但
能
務
致
理
之
實
、
何
必
拘
延
英
之
名
。

　

有
事
足
可
以
討
論
、
有
言
足
可
以
陳
述
。
宜
以
沃
心
為
務
、
勿
以
逆
耳
為
虞
。
勉
罄
謀
猷
、

　

以
禆
寡
昧
。

⑯
帝
性
仁
恕
、
聴
納
不
倦
。

⑰
嘗
因
朝
會
、
謂
盧
文
紀
等
曰
、
朕
在
藩
時
、
人
説
唐
代
為
人
主
端
拱
、
而
天
下
治
。

　

蓋
以
外
恃
將
校
、
内
倚
謀
臣
、
故
端
拱
而
事
辦
。

　

朕
荷
先
朝
鴻
業
、
卿
等
先
朝
舊
臣
。

ｈ
毎
一
相
見
、
除
承
奉
外
、
略
無
社
稷
大
計
、
一
言
相
救
。
坐
視
朕
之
寡
昧
、
其
如
宗
社
何
。

⑱
文
紀
等
引
咎
致
謝
、
因
奏
延
英
故
事
。
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故
有
是
詔
。

①  
盧
文
紀
達
が
召
見
の
場
で
、
末
帝
か
ら
「
軍
国
の
大
事
の
利
害
可
否
に
つ
い
て
、
意
見
を
尽
く
す
べ
き
だ
」
と
下
命
が
あ
っ
た
こ

と
を
述
べ
る
。

②
そ
れ
に
対
し
て
、
宰
相
の
立
場
か
ら
ご
下
命
に
応
え
る
こ
と
を
述
べ
る
。

③
宰
相
は
、
軍
事
・
財
政
に
は
関
与
し
て
お
ら
ず
、
そ
れ
ら
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
れ
ば
、
越
権
行
為
に
類
す
る
。

④  

宰
相
は
五
日
起
居
の
日
に
、
大
勢
の
文
武
百
官
と
共
に
皇
帝
に
謁
見
し
て
お
り
、
そ
の
際
、
皇
帝
に
対
す
る
面
奏
・
諮
問
の
機
会

を
与
え
ら
れ
る
。
だ
が
そ
こ
は
衛
士
が
取
り
巻
き
、
殿
廷
に
は
百
官
が
居
並
ん
で
お
り
、
そ
う
し
た
場
で
は
意
見
を
述
べ
る
の
は

た
め
ら
わ
れ
る
。

⑤  

大
唐
の
故
事
で
は
、
粛
宗
皇
帝
の
時
代
に
、
ａ
正
衙
奏
事
に
お
い
て
、
あ
ま
ね
く
群
臣
に
諮
問
し
、
ｂ
便
殿
の
謀
議
に
は
宰
相
の

み
が
召
対
さ
れ
た
。

⑥  

上
元
年
間
以
降
、
長
安
の
大
明
宮
に
は
延
英
殿
が
置
か
れ
、
ｃ
宰
相
の
奏
議
、
或
い
は
皇
帝
の
特
別
の
指
示
な
ど
が
あ
れ
ば
、
一

日
前
に
上
聞
し
て
延
英
殿
開
催
を
請
う
た
。
ｄ
召
対
の
場
で
は
、
傍
ら
に
侍
衛
の
兵
士
も
お
ら
ず
、
宰
相
の
献
策
は
意
を
尽
く
す

こ
と
が
で
き
た
。

⑦  

盧
文
紀
達
は
末
帝
に
、
軍
国
の
謀
に
関
わ
る
こ
と
で
宰
相
に
諮
問
す
る
必
要
が
生
じ
た
な
ら
ば
、
ｅ
延
英
殿
の
故
事
に
従
い
、
一

日
前
に
宣
を
出
し
、
ｆ
も
し
宰
相
達
が
皇
帝
に
上
奏
す
べ
き
こ
と
で
、
文
章
で
は
意
を
尽
く
せ
ず
、
対
面
し
て
申
し
上
げ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
き
も
、
一
日
前
に
延
英
殿
を
開
く
こ
と
に
す
る
こ
と
を
要
請
し
た
。

⑧  

奏
議
の
際
に
は
、
機
要
の
臣
僚
（
お
そ
ら
く
枢
密
使
）
の
み
左
右
に
控
え
さ
せ
て
、
皇
帝
の
威
厳
を
解
か
れ
て
、
温
情
を
賜
り
た
い
と
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述
べ
る
。

⑨  
末
帝
は
詔
し
て
、
宰
相
達
が
延
英
殿
の
制
度
を
復
活
さ
せ
る
こ
と
を
切
望
し
て
い
る
の
は
、
議
政
の
改
善
に
役
立
ち
、
ま
た
唐
王

朝
の
故
事
で
も
あ
り
、
喜
ば
し
い
と
述
べ
た
。

⑩  

そ
の
上
で
、
五
日
起
居
は
明
宗
の
創
始
で
あ
り
、
百
官
が
退
去
し
た
後
、
宰
相
の
み
を
昇
殿
さ
せ
、
温
容
を
以
て
治
道
を
問
う
も

の
で
あ
る
。
そ
の
意
図
は
昔
日
の
延
英
殿
の
流
れ
を
汲
む
も
の
で
あ
る
と
の
見
解
を
示
し
た
。

⑪  

末
帝
は
、
明
宗
の
意
図
を
受
け
継
ぎ
、
五
日
起
居
は
、
旧
来
通
り
と
し
た
。
以
下
、
末
帝
の
言
路
洞
開
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
指

示
が
示
さ
れ
る
。

⑫
通
常
の
公
事
が
あ
れ
ば
、
た
だ
ち
に
奏
聞
し
て
よ
い
。

⑬  

機
密
事
項
は
、
事
の
重
要
性
を
計
っ
て
日
に
ち
に
関
わ
ら
ず
、
閤
門
に
祗
候
し
、
牓
子
で
奏
聞
し
て
面
対
を
請
え
。

Ｇ
末
帝
自
身
は
便
殿
に
端
居
し
、
侍
臣
を
悉
く
遠
ざ
け
て
高
邁
な
議
論
を
じ
っ
く
り
聞
く
。

⑭
ま
た
、
末
帝
が
宰
相
と
の
会
見
を
必
要
と
し
た
な
ら
、
随
時
に
宣
を
出
し
て
召
対
す
る
。

⑮  

治
道
の
実
を
あ
げ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
必
ず
し
も
「
延
英
」
の
名
に
こ
だ
わ
ら
な
い
と
し
、「
逆
耳
」
を
も
っ
て
恐
れ
る
な
と
諭

す
。

⑯
末
帝
は
仁
恕
な
性
格
で
、
臣
下
の
進
言
を
倦
む
こ
と
な
く
聞
き
入
れ
た
。

⑰  

朝
会
の
時
に
盧
文
紀
達
に
い
う
。
外
は
将
校
達
に
恃
み
、内
は
謀
臣
に
よ
っ
て
大
唐
の
君
主
の
如
く
端
居
し
て
天
下
を
治
め
た
い
。

Ｈ
し
か
る
に
、
宰
相
達
に
会
う
ご
と
に
、
社
稷
の
大
計
を
聴
か
ず
、
皇
帝
の
命
を
奉
る
だ
け
だ
と
。

⑱
盧
文
紀
達
は
謝
罪
し
、
そ
れ
で
延
英
殿
の
故
事
を
奏
上
し
た
。
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宰
相
盧
文
紀
と
末
帝
の
や
り
取
り
か
ら
読
み
取
れ
る
の
は
、
次
の
諸
点
で
あ
る
。

１
．
当
時
の
政
権
構
造
は
、
宰
相
・
枢
密
使
・
三
司
使
で
民
政
・
軍
事
・
財
政
を
分
掌
し
て
い
た
。
…
③

２
．
当
時
の
宰
相
は
五
日
起
居
の
場
で
し
か
、
皇
帝
に
も
の
申
し
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
…
④

３
．
五
日
起
居
の
日
に
は
確
か
に
宰
相
の
奏
上
の
機
会
が
あ
る
。
し
か
し
、
衆
人
環
視
の
場
で
委
曲
を
尽
く
せ
な
い
…
④

４
．
大
唐
の
延
英
殿
制
度
を
引
き
合
い
に
宰
相
達
が
要
請
し
た
の
は
、
次
の
二
点
で
あ
る
。
…
⑤
⑥
⑦
⑧

　
　
　

随
時
、
御
前
会
議
を
開
催
で
き
る
機
動
性
の
あ
る
制
度

　
　
　

御
前
会
議
を
密
談
の
場
と
し
、
意
見
具
申
の
融
通
性
に
配
慮
す
る

５
．
五
日
起
居
も
運
営
次
第
で
延
英
殿
と
同
様
の
効
果
を
期
待
で
き
る
と
い
う
末
帝
の
見
解
…
⑩

６
．
そ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
、
宰
相
の
要
請
を
踏
ま
え
た
末
帝
の
措
置

　
　
　

宰
相
・
皇
帝
双
方
の
都
合
か
ら
随
時
御
前
会
議
を
開
催
す
る
…
⑫
⑬
⑭

　
　
　

便
殿
に
て
従
容
と
し
て
聴
政
…
⑬
Ｇ

末
帝
の
「
中
興
殿
五
日
起
居
は
、
大
唐
延
英
殿
と
同
様
で
あ
る
」
と
い
う
言
説
（
5
）
は
、
少
し
お
お
ざ
っ
ぱ
な
議
論
で
あ
る
。
中

興
殿
に
お
い
て
百
官
退
去
後
に
、
残
留
し
た
宰
相
達
と
少
人
数
で
議
論
す
る
方
途
は
、
大
唐
紫
宸
殿
入
閤
の
仗
下
奏
事
に
あ
た
り
、
朝

儀
か
ら
分
離
独
立
し
た
便
殿
延
英
殿
は
、
そ
れ
と
は
異
質
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
五
日
起
居
制
度
と
は
別
に
、
随
時
召
対
の
実
現

を
明
言
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
（
6
）。
そ
れ
を
行
う
場
は
「
便
殿
」
で
あ
り
、必
ず
し
も
中
興
殿
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
中
興

殿
と
は
別
の
殿
宇
を
設
け
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
ま
さ
し
く
大
唐
の
延
英
殿
に
相
当
し
よ
う
。
宰
相
達
の
要
求
（
4
）
を
完
全
に
実
現

す
る
と
し
た
ら
、
や
は
り
朝
儀
の
場
か
ら
独
立
し
た
別
殿
が
必
要
に
な
り
、
結
局
、
延
英
殿
・
紫
宸
殿
分
立
の
大
唐
の
制
の
再
現
と
な
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る
。
盧
文
紀
の
言
い
訳
は
理
の
な
い
事
で
は
な
い
。

以
上
要
す
る
に
、
末
帝
期
の
政
治
構
造
に
お
い
て
、
宰
相
達
が
五
日
起
居
の
儀
制
に
制
約
さ
れ
て
、
皇
帝
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
が
不
足
し
て
い
た
の
は
事
実
で
あ
り
（
2
）、
そ
れ
を
も
た
ら
し
た
要
因
の
一
つ
は
、
民
政
・
軍
事
・
財
政
の
三
大
権
能
の
分
掌
体
制

で
あ
ろ
う
（
1
）。
軍
事
・
財
政
を
掌
る
枢
密
使
・
三
司
使
は
、
先
述
の
如
く
毎
日
「
内
殿
」
も
し
く
は
「
便
殿
」
で
皇
帝
に
謁
見
し
て

い
た
か
ら
で
あ
る
。
五
代
当
時
の
優
先
順
位
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
ほ
ど
奇
怪
な
こ
と
で
は
な
い
が
、
先
に
欧
陽
脩
が
『
新
五
代
史
』
巻

五
四
、
李
琪
伝
に
述
べ
る
、「
大
臣
が
毎
日
一
度
謁
見
し
て
い
た
」
こ
と
と
若
干
の
齟
齬
が
あ
る
。

或
い
は
、
先
に
列
挙
し
た
、
皇
帝
が
宰
相
と
会
わ
な
い
と
い
う
諸
史
料
は
、
明
宗
朝
後
半
以
後
の
も
の
で
あ
り
、
明
宗
の
治
世
初
期

は
、
宰
相
も
中
興
殿
も
し
く
は
別
の
「
便
殿
」
に
毎
日
参
上
し
て
い
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
宰
相
と
枢

密
使
の
関
係
性
も
含
め
て
後
日
の
考
察
に
待
ち
た
い
。
本
稿
で
は
、
盧
文
紀
が
引
き
合
い
に
出
し
た
延
英
殿
の
五
代
に
お
け
る
様
態
に

つ
い
て
次
章
で
検
討
す
る
。

第
三
章　

五
代
に
お
け
る
延
英
殿
と
内
殿
・
便
殿
・
正
殿

第
一
節　

五
代
延
英
殿
の
位
置

五
代
の
洛
陽
宮
に
も
「
延
英
殿
」
と
称
す
る
殿
宇
が
存
在
し
た
ら
し
い
が
、
そ
の
実
態
は
す
こ
ぶ
る
曖
昧
で
あ
る
。『
宋
会
要
輯
稿
』

方
域
一
に
、
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﹇
敷
政
門
﹈
次
北
曰
文
明
殿
。
唐
曰
真
観
、
梁
曰
文
明
殿
。
東
南
隅
有
鼓
楼
、
西
南
隅
有
鐘
楼
。
東
西
横
門
曰
左
右
延
福
門
。
殿
兩

挾
曰
東
上
、
西
上
閣
門
。
殿
後
有
柱
廊
。
次
曰
垂
拱
殿
。
唐
曰
延
英
、
太
平
興
国
三
年
、
改
今
名
。
殿
後
通
天
門
、
復
有
柱
廊
﹇
中

略
﹈ 
廣
壽
殿
門
之
西
曰
明
福
門
。
其
次
北
廊
接
通
天
門
、
南
對
文
明
殿
。
明
福
門
内
曰
天
福
殿
門
。
門
内
天
福
殿
。
唐
曰
崇
勲
殿
、

後
唐
曰
中
興
、
晋
改
今
名
。

﹇
敷
政
門
﹈
次
北
を
文
明
殿
と
曰
ふ
。
唐
真
観
と
曰
ひ
、梁
文
明
殿
と
曰
ふ
。
東
南
隅
に
鼓
楼
あ
り
、西
南
隅
に
鐘
楼
あ
り
。
東
西
横
門
を
左
右
延
福
門
と

曰
ふ
。
殿
両
挟
を
東
上
、
西
上
閣
門
と
曰
ふ
。
殿
後
に
柱
廊
あ
り
。
次
を
垂
拱
殿
と
曰
ふ
。
唐
延
英
と
曰
ふ
、
太
平
興
国
三
年
、
今
名
に
改
む
。
殿
後
は

通
天
門
、
復
た
柱
廊
あ
り
﹇
中
略
﹈ 
廣
壽
殿
門
の
西
を
明
福
門
と
曰
ふ
。
其
の
次
、
北
の
か
た
廊
に
て
通
天
門
に
接
し
、
南
の
か
た
文
明
殿
に
對
す
。
明

福
門
内
を
天
福
殿
門
と
曰
ふ
。
門
内
天
福
殿
な
り
。
唐
は
崇
勲
殿
と
曰
ひ
、
後
唐
は
中
興
と
曰
ひ
、
晋
今
名
に
改
む
。

と
あ
り
、『
河
南
志
』
宋
城
闕
古
蹟
に⑲

、

﹇
敷
政
門
﹈
次
北
文
明
殿
（
正
衙
殿
也
。
唐
之
武
成
、宣
政
。
又
改
貞
觀
。
梁
開
平
三
年
改
文
明
）。
殿
東
南
隅
有
鼓
楼
、西
南
隅
有
鐘
楼
。
東

西
横
門
、
曰
左
右
延
福
門
。
殿
兩
挾
、
曰
東
上
、
西
上
閣
門
（
殿
後
有
柱
廊
）。
次
曰
垂
拱
殿
（
按
、
唐
天
祐
□
後
□
□
□
□
□
□
傳
是
此

殿
、
太
平
興
国
□
□
□
□
垂
拱
）。
殿
後
通
天
門
（
後
有
柱
廊
）﹇
中
略
﹈
廣
壽
殿
門
之
西
、
曰
明
福
門
。
其
柱
廊
接
通
天
門
（
南
對
文
明

殿
。）
明
福
門
内
、
曰
天
福
殿
門
。
門
内
天
福
殿
（
唐
天
祐
之
崇
勲
殿
。
後
唐
同
光
二
年
改
。
中
興
□
□
□
□
□
□
寝
殿
并
門
名
。
晋
天
福
二
年
、

又
改
今
名
﹇
後
略
﹈）。
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﹇
敷
政
門
﹈
次
北
文
明
殿
な
り
（
正
衙
殿
な
り
。
唐
の
武
成
、
宣
政
な
り
。
又
た
貞
觀
と
改
む
。
梁
開
平
三
年
文
明
と
改
む
）。
殿
東
南
隅
に
鼓
楼
あ
り
、

西
南
隅
に
鐘
楼
あ
り
。
東
西
横
門
、
左
右
延
福
門
と
曰
ふ
。
殿
兩
挾
、
東
上
、
西
上
閣
門
と
曰
ふ
（
殿
後
に
柱
廊
あ
り
）。
次
垂
拱
殿
と
曰
ふ
（
按
ず
る

に
、
唐
天
祐
□
後
□
□
□
□
□
□
傳
是
れ
此
の
殿
な
り
、
太
平
興
国
□
□
□
□
垂
拱
）。
殿
後
は
通
天
門
（
後
に
柱
廊
あ
り
）﹇
中
略
﹈
廣
壽
殿
門
の
西
、

明
福
門
と
曰
ふ
。
其
の
柱
廊
通
天
門
に
接
す
（
南
の
か
た
文
明
殿
に
對
す
。）
明
福
門
内
、天
福
殿
門
と
曰
ふ
。
門
内
天
福
殿
な
り
（
唐
天
祐
の
崇
勲
殿
な

り
。
後
唐
同
光
二
年
改
む
。
中
興
□
□
□
□
□
□
寝
殿
并
び
に
門
名
。
晋
天
福
二
年
、
又
今
名
に
改
む
﹇
後
略
﹈）。

と
あ
っ
て
、『
宋
史
』
巻
八
五
、
地
理
一
、
洛
陽
に
、

﹇
太
極
殿
（
五
代
の
明
堂
殿
）﹈
西
有
門
三
重
、
曰
應
天
、
乾
元
、
敷
敎
。
内
有
文
明
殿
。
旁
有
東
上
閤
門
、
西
上
閤
門
。
前
有
左
右

延
福
門
。
後
又
有
殿
曰
垂
拱
。
殿
北
有
通
天
門
柱
廊
。
北
有
明
福
門
、
門
内
有
天
福
殿
。

﹇
太
極
殿
（
五
代
の
明
堂
殿
）﹈
西
に
門
三
重
あ
り
、
應
天
、
乾
元
、
敷
敎
と
曰
ふ
。
内
に
文
明
殿
あ
り
。
旁
に
東
上
閤
門
、
西
上
閤
門
あ
り
。
前
に
左
右

延
福
門
あ
り
。
後
又
殿
あ
り
て
垂
拱
と
曰
ふ
。
殿
北
に
通
天
門
柱
廊
あ
り
。
北
に
明
福
門
あ
り
、
門
内
に
天
福
殿
あ
り
。

と
あ
る
。『
宋
会
要
輯
稿
』
で
は
、
肝
心
の
垂
拱
殿
（
唐
延
英
殿
）
付
近
の
構
造
、
と
り
わ
け
明
福
門
・
通
天
門
・
柱
廊
と
垂
拱
殿
（
唐
延

英
殿
）
の
関
係
性
が
不
明
瞭
で
あ
る
が
、『
河
南
志
』
及
び
『
宋
史
』
の
記
述
を
参
考
に
作
図
し
た
の
が
図
1
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
図

に
し
て
も
、
文
明
殿
（
正
衙
殿
、
入
閤
の
朝
儀
挙
行
）
と
、
中
興
殿
（
五
日
起
居
の
朝
儀
挙
行
）
の
間
に
延
英
殿
が
位
置
し
て
お
り
、
い
さ
さ
か

不
自
然
さ
は
否
め
な
い
。「
入
閤
」
と
「
五
日
起
居
」
の
二
大
朝
儀
を
挙
行
す
る
殿
宇
の
間
に
延
英
殿
が
挟
ま
る
形
に
な
っ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
ほ
ど
、
再
検
討
す
る
こ
と
に
し
て
、
ま
ず
、
史
書
に
現
れ
る
延
英
殿
の
事
例
を
考
察
す
る
。
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第
二
節　

後
梁
の
延
英
殿

『
五
代
会
要
』
巻
五
、
朔
望
朝
参
に
、

梁
、
開
平
元
年
﹇
九
〇
七
﹈
十
月
。
中
書
門
下
奏
、
請
毎
月
初
入
閤
、
望
日
御
延
英
聽
政
、
永
爲
常
式
、
從
之
。

梁
、
開
平
元
年
十
月
。
中
書
門
下
奏
す
、
毎
月
初
入
閤
し
、
望
日
延
英
に
御
し
て
聽
政
し
、
永
く
常
式
と
爲
さ
ん
こ
と
を
請
ふ
、
之
に
從
る
。

と
あ
っ
て
、
後
梁
の
洛
陽
で
は
延
英
殿
は
実
際
に
機
能
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
唐
朝
終
焉
時
の
朝
廷
は
洛
陽
で
あ
り
、
禅
譲
さ
れ
た

後
梁
朝
は
洛
陽
宮
を
そ
の
ま
ま
継
承
し
た
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
二
年
後
に
は
朝
会
制
度
は
変
化
し
て
い
た
よ
う
で
、『
旧
五

代
史
』
巻
四
、
梁
書
、
太
祖
紀
に
、

﹇
開
平
三
年
九
〇
九
﹈
八
月
甲
午
﹇
一
﹈ ﹇
中
略
﹈
又
勅
、
朕
以
干
戈
尚
熾
、
華
夏
未
寧
、
宜
循
卑
菲
之
言
、
用
致
雍
熈
之
化
。
起

八
月
一
日
、
常
朝
、
不
御
金
鑾
、
崇
勲
兩
殿
。
只
於
便
殿
聽
政
。

八
月
甲
午
﹇
中
略
﹈
又
勅
す
、
朕
干
戈
尚
ほ
熾
ん
に
し
て
、
華
夏
未
だ
寧
な
ら
ざ
る
を
以
て
、
宜
し
く
卑
菲
の
言
に
循
ひ
、
用
て
雍
熈
の
化
を
致
す
べ
し
。

八
月
一
日
起
り
常
朝
、
金
鑾
、
崇
勲
兩
殿
に
御
せ
ず
。
只
だ
便
殿
に
て
聽
政
せ
ん
。

と
あ
り
、
金
鑾
殿
・
崇
勲
殿
で
の
「
常
朝
」
を
や
め
て
「
便
殿
」
に
て
聴
政
す
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
勅
は
、
前
月
七
月
二
十
七
日
の

勅
を
承
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
。『
旧
五
代
史
』
巻
四
、
梁
書
、
太
祖
紀
に
、
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﹇
開
平
三
年
九
〇
九
、七
月
﹈
已
丑
﹇
二
六
﹈
夕
、
寢
殿
棟
折
。
詰
旦
、
召
近
臣
、
諸
王
、
視
㨂
折
之
迹
。
帝
慘
然
曰
、
幾
與
卿
等

不
相
見
。
君
臣
對
泣
久
之
。
遂
詔
有
司
、
釋
放
禁
人
。
從
八
月
朔
日
後
、
減
膳
進
素
食
。
禁
屠
宰
、
避
正
殿
。
修
佛
事
、
以
禳
其

咎
。

已
丑
夕
、
寢
殿
棟
折
る
。
詰
旦
、
近
臣
、
諸
王
を
召
し
、
㨂
折
の
迹
を
視
る
。
帝
慘
然
と
し
て
曰
く
、
幾
ど
卿
等
と
相
ひ
見
え
ず
と
。
君
臣
對
泣
す
る
こ

と
之
を
久
し
く
す
。
遂
に
有
司
に
詔
し
、
禁
人
を
釋
放
す
。
八
月
朔
日
從
り
後
、
減
膳
し
て
素
食
を
進
む
。
屠
宰
を
禁
じ
、
正
殿
を
避
く
。
佛
事
を
修
め
、

以
て
其
の
咎
を
禳
ふ
。

と
あ
り
、
八
月
一
日
よ
り
「
正
殿
」
を
避
け
る
と
あ
る
。
従
っ
て
、
前
掲
八
月
一
日
の
勅
に
出
て
く
る
金
鑾
殿
・
崇
勲
殿
は
「
正
殿
」

と
な
る
。
さ
ら
に
こ
の
二
殿
で
「
常
朝
」
を
し
て
い
た
と
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
二
殿
宇
は
「
常
朝
を
行
う
正
殿
」
で
あ
り
、
唐
制
の

紫
宸
殿
に
あ
た
ろ
う
。
さ
ら
に
こ
の
二
殿
と
は
別
に
「
便
殿
」
が
あ
り
、「
正
殿
」
〉
「
便
殿
」
の
秩
序
構
造
が
認
め
ら
れ
る
。

唐
制
で
は
、
こ
の
「
便
殿
」
に
あ
た
る
の
が
延
英
殿
で
あ
る
が
、
前
掲
開
平
元
年
十
月
の
記
事
に
出
て
く
る
「
延
英
」
は
朔
日
の
入

閤
と
並
ぶ
の
で
、
フ
ォ
ー
マ
ル
な
朝
儀
で
あ
り
「
正
殿
」
の
印
象
を
受
け
る
。
つ
ま
り
、
開
平
元
年
か
ら
三
年
の
間
に
延
英
殿
が
行
方

不
明
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
三
年
の
勅
に
出
て
く
る
金
鑾
殿
・
崇
勲
殿
で
あ
る
が
、
後
者
は
後
唐
朝
に
中
興
殿
と
改
名
さ
れ
（
前
掲
『
宋

会
要
輯
稿
』
参
照
）、
前
章
で
見
た
よ
う
に
後
唐
朝
儀
の
中
核
と
な
っ
た
殿
宇
で
あ
る
。
前
者
の
金
鑾
殿
で
あ
る
が
、『
河
南
志
』
に
、

明
福
門
之
西
曰
、
金
鑾
殿
門
。
門
内
金
鑾
殿
（
唐
天
祐
中
、
號
太
極
殿
。
又
名
思
政
。
梁
開
平
三
年
、
改
曰
金
鑾
。
用
敬
翔
爲
金
鑾
殿
大
学
士
、

即
此
殿
也
。
後
唐
荘
宗
復
改
太
極
。
長
興
中
改
二
儀
殿
。
後
復
改
金
鑾
。
今
殿
内
有
佛
像
、
経
蔵
、
金
籙
、
道
場
什
器
局
之
□
）。

明
福
門
の
西
を
金
鑾
殿
門
と
曰
ふ
。
門
内
金
鑾
殿
な
り
（
唐
天
祐
中
、
太
極
殿
と
號
す
。
又
思
政
と
名
づ
く
。
梁
開
平
三
年
、
改
め
て
金
鑾
と
曰
ふ
。
敬
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翔
を
用
て
金
鑾
殿
大
学
士
と
爲
す
は
、
即
ち
此
の
殿
な
り
。
後
唐
荘
宗
復
た
太
極
と
改
む
。
長
興
中
、
二
儀
殿
と
改
む
。
後
復
た
金
鑾
と
改
む
。
今
殿
内

に
佛
像
、
経
蔵
、
金
籙
、
道
場
什
器
局
之
□
あ
り
）。

と
あ
っ
て
、
文
明
殿
―
延
英
殿
―
明
福
門
―
中
興
門
―
中
興
殿
と
い
う
、
筆
者
が
想
定
す
る
南
北
に
重
要
殿
宇
が
連
な
る
構
造
が
正
し

い
と
す
れ
ば
、
西
側
に
偏
し
た
「
便
殿
」
と
も
言
う
べ
き
殿
宇
で
あ
る
（
図
1
）。
文
中
に
い
う
よ
う
に
敬
翔
が
授
与
さ
れ
た
大
学
士
号

が
「
金
鑾
殿
」
に
ち
な
ん
だ
も
の
と
し
た
ら
、「
正
殿
」
と
い
う
よ
り
も
「
便
殿
」
に
近
い
位
置
づ
け
で
あ
る⑳

。
そ
う
す
る
と
、
な
お
さ

ら
文
明
殿
と
崇
勲
殿
（
中
興
殿
）
に
挟
ま
れ
た
延
英
殿
が
曖
昧
と
な
っ
て
し
ま
う
。
さ
ら
に
、
金
鑾
殿
が
そ
の
配
置
に
も
関
わ
ら
ず
「
正

殿
」
で
あ
る
と
し
た
ら
、
八
月
一
日
以
後
、
聴
政
を
し
た
と
い
う
「
便
殿
」
は
ど
こ
で
あ
ろ
う
か
。
残
念
な
が
ら
現
時
点
で
不
明
と
言

う
し
か
な
い㉑

。

第
三
節　

後
唐
荘
宗
朝
の
延
英
殿

次
に
延
英
殿
の
名
称
が
見
え
る
の
は
、
後
唐
荘
宗
朝
末
で
あ
る
。『
冊
府
元
亀
』
巻
一
八
一
、
帝
王
部
、
無
断
に
、

﹇
同
光
﹈
四
年
﹇
九
二
六
﹈
三
月
壬
戍
﹇
六
﹈。
宰
相
豆
盧
革
率
百
官
上
表
、
請
出
内
府
財
帛
勞
軍
。
以
軍
情
有
變
故
也
﹇
中
略
﹈。

帝
召
宰
臣
於
便
殿
。
劉
皇
后
出
宮
中
粧
奩
銀
盆
各
二
、
并
皇
子
滿
喜
等
三
人
。
謂
宰
臣
曰
、
外
人
不
知
。
謂
内
庫
金
寶
無
數
、
諸

道
所
進
、
旋
以
給
賜
。
今
宮
中
有
者
、
即
粧
奩
纓
孺
而
已
。
可
市
之
贍
軍
。
革
等
惶
恐
而
退
﹇
中
略
﹈。
宰
臣
延
英
奏
對
、
毎
請
出

内
府
財
以
給
諸
軍
。
帝
將
行
之
、
尋
爲
劉
后
所
沮
而
止
。

四
年
三
月
壬
戍
。
宰
相
豆
盧
革
百
官
を
率
ひ
て
上
表
し
、内
府
の
財
帛
を
出
し
軍
を
勞
は
ん
こ
と
を
請
ふ
。
軍
情
變
あ
る
を
以
て
の
故
な
り
﹇
中
略
﹈。
帝
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宰
臣
を
便
殿
に
召
す
。
劉
皇
后
宮
中
の
粧
奩
銀
盆
各
二
、
并
び
に
皇
子
滿
喜
等
三
人
を
出
す
。
宰
臣
に
謂
ひ
て
曰
く
、
外
人
知
ら
ず
し
て
謂
ふ
ら
く
は
、

内
庫
金
寶
無
數
に
し
て
、
諸
道
進
む
所
、
旋
ち
以
て
給
賜
す
と
。
今
宮
中
あ
る
者
、
即
ち
粧
奩
纓
孺
の
み
。
之
を
市
り
て
軍
を
贍
す
べ
し
と
。
革
等
惶
恐

し
て
退
く
﹇
中
略
﹈。
宰
臣
延
英
に
て
奏
對
す
る
に
、毎
に
内
府
の
財
を
出
し
以
て
諸
軍
に
給
せ
ん
こ
と
を
請
ふ
。
帝
將
に
之
を
行
は
ん
と
す
る
に
、尋
ひ

で
劉
后
の
沮
す
る
所
と
爲
り
て
止
む
。

と
あ
り
、
豆
盧
革
ら
宰
相
達
の
要
請
に
、
劉
皇
后
が
威
圧
を
加
え
た
場
を
「
便
殿
」
と
し
て
お
り
、
後
文
で
は
、
宰
相
の
要
請
は
延
英

殿
で
な
さ
れ
た
と
す
る
。『
新
五
代
史
』
巻
一
四
、
唐
太
祖
家
人
伝
二
、
皇
后
劉
氏
に
は
、

明
年
三
月
。
客
星
犯
天
庫
、
有
星
流
于
天
棓
。
占
星
者
言
、
御
前
當
有
急
兵
。
宜
散
積
聚
、
以
禳
之
。
宰
相
請
出
庫
物
、
以
給
軍
。

莊
宗
許
之
。
后
不
肯
曰
、
吾
夫
婦
得
天
下
。
雖
因
武
功
、
蓋
亦
有
天
命
。
命
既
在
天
、
人
如
我
何
。
宰
相
論
于
延
英
、
后
於
屏
間

耳
屬
之
。
因
取
粧
奩
及
皇
幼
子
滿
喜
、
置
帝
前
曰
、
諸
侯
所
貢
給
賜
已
盡
。
宮
中
所
有
惟
此
耳
。
請
鬻
以
給
軍
、
宰
相
惶
恐
而
退
。

明
年
三
月
。
客
星
、
天
庫
を
犯
し
、
星
有
り
て
天
棓
に
流
る
。
星
を
占
ふ
者
言
ふ
、
御
前
に
當
に
急
兵
有
る
べ
し
。
宜
し
く
積
聚
を
散
じ
以
て
之
を
禳
ふ

べ
し
と
。
宰
相
、
庫
物
を
出
し
、
以
て
軍
に
給
せ
ん
こ
と
を
請
ふ
。
莊
宗
之
を
許
す
。
后
肯
ん
ぜ
ず
し
て
曰
く
、
吾
が
夫
婦
天
下
を
得
た
り
。
武
功
に
因

る
と
雖
も
、
蓋
し
亦
た
天
命
有
ら
ん
。
命
既
に
天
に
在
り
、
人
我
を
如
何
せ
ん
と
。
宰
相
、
延
英
に
論
ず
る
に
、
后
屏
間
に
お
い
て
之
を
耳
屬
す
。
因
っ

て
粧
奩
及
び
皇
幼
子
滿
喜
を
取
り
、
帝
前
に
置
ひ
て
曰
く
、
諸
侯
貢
す
る
所
の
給
賜
已
に
盡
く
。
宮
中
有
る
所
、
惟
だ
此
れ
の
み
。
請
ふ
鬻
ひ
で
以
て
軍

に
給
せ
ん
と
、
宰
相
惶
恐
し
て
退
く
。

と
あ
り
、
劉
皇
后
の
乱
入
は
延
英
殿
で
の
出
来
事
と
し
て
い
る
。
い
ず
れ
が
是
と
も
い
え
な
い
が
、
延
英
殿
＝
便
殿
の
等
式
は
成
り
立
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つ
と
い
え
る
。
次
に
、『
冊
府
元
亀
』
巻
九
九
四
、
外
臣
部
、
備
禦
七
に
、

﹇
同
光
﹈
三
年
﹇
九
二
五
﹈
二
月
己
卯
﹇
一
六
﹈、
文
思
殿
宴
罷
。
召
郭
崇
韜
於
文
明
殿
後
、
議
邉
事
。
言
契
丹
部
族
方
彊
、
幽
州

寡
弱
。
威
名
宿
將
、
相
繼
殂
雒
。
如
非
勲
望
、
難
伏
夷
人
。
崇
韜
曰
、
臣
未
奉
聖
謨
。
已
有
私
畫
、
敢
不
上
陳
。
因
曰
、
李
紹
斌
、

雖
忠
勤
盡
瘁
、
洞
悉
燕
薊
事
情
、
然
向
來
名
位
未
高
、
蕃
情
恐
未
賓
。
伏
此
時
弹
壓
、
宜
委
重
臣
。
上
曰
正
吾
意
也
。

三
年
二
月
己
卯
、
文
思
殿
の
宴
罷
む
。
郭
崇
韜
を
文
明
殿
の
後
に
召
し
、
邉
事
を
議
す
。
言
へ
ら
く
、
契
丹
部
族
方
め
て
彊
く
、
幽
州
寡
弱
な
り
。
威
名

宿
將
、
相
ひ
繼
ひ
で
殂
雒
す
。
如
し
勲
望
に
非
ざ
れ
ば
、
夷
人
を
伏
し
難
し
。
崇
韜
曰
く
、
臣
未
だ
聖
謨
を
奉
ぜ
ず
。
已
に
私
畫
あ
り
、
敢
へ
て
上
陳
せ

ず
。
因
て
曰
く
、
李
紹
斌
、
忠
勤
盡
瘁
、
燕
薊
の
事
情
を
洞
悉
す
と
雖
も
、
然
れ
ど
も
向
來
名
位
未
だ
高
か
ら
ず
、
蕃
情
未
だ
賓
せ
ず
を
恐
る
。
伏
し
て

此
の
時
弹
壓
し
、
宜
し
く
重
臣
に
委
ぬ
べ
し
と
。
上
曰
く
正
に
吾
意
な
り
と
。

と
あ
り
、
荘
宗
が
枢
密
使
郭
崇
韜
と
か
な
り
重
要
な
議
論
を
し
た
の
は
、
文
明
殿
の
後
で
あ
る㉒

。
宴
会
開
け
の
草
卒
な
諮
問
と
し
て
も
、

露
天
で
話
し
合
う
の
は
変
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
延
英
殿
の
可
能
性
も
完
全
に
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、『
旧
五
代
史
』
巻
三
四
、
唐

書
、
荘
宗
紀
に
、

﹇
同
光
四
年
九
二
六
：
三
月
﹈
丙
子
﹇
二
〇
﹈、
樞
密
使
李
紹
宏
、
與
宰
相
豆
盧
革
、
韋
説
、
會
於
中
興
殿
之
廊
下
、
商
議
軍
機
。

因
奏
魏
王
西
征
、
兵
士
將
至
、
車
駕
且
宜
控
氾
水
、
以
俟
魏
王
。
從
之
。

樞
密
使
李
紹
宏
、
宰
相
豆
盧
革
、
韋
説
と
中
興
殿
の
廊
下
に
會
し
、
軍
機
を
商
議
す
。
因
て
奏
す
ら
く
は
魏
王
西
征
し
、
兵
士
將
に
至
ら
ん
と
す
、
車
駕

且
つ
宜
し
く
氾
水
を
控
へ
、
以
て
魏
王
を
俟
つ
べ
し
と
。
之
に
從
る
。



立命館東洋史學　第 43號

30

と
あ
り
、
御
前
会
議
で
は
な
く
宰
相
・
枢
密
使
の
商
議
で
は
あ
る
が
、
中
興
殿
の
廊
下
で
行
わ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
荘
宗
は
こ
の

時
期
、
中
興
殿
に
出
御
し
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
中
興
殿
も
聴
政
の
場
と
し
て
活
用
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
翌
月
、『
新
五

代
史
』
巻
三
七
、
伶
官
伝
に
、

李
嗣
源
兵
反
、
嚮
京
師
。
莊
宗
東
幸

州
、
而
嗣
源
先
入
。
莊
宗
至
萬
勝
、
不
得
進
而
還
。
軍
士
離
散
、
尚
有
二
萬
餘
人
。
居
數

日
、
莊
宗
復
東
幸
汜
水
、
謀
扼
關
以
為
拒
。
四
月
丁
亥
朔
。
朝
羣
臣
於
中
興
殿
、
宰
相
對
三
刻
罷
。
從
駕
黄
甲
馬
軍
、
陣
於
宣
仁

門
。
歩
軍
陣
於
五
鳳
門
以
俟
。
莊
宗
入
食
内
殿
。
從
謙
自
營
中
、
露
刃
注
矢
、
攻
興
教
門
。
黄
甲
軍
相
射
。
莊
宗
聞
亂
、
率
諸
王

衛
士
、
擊
亂
兵
出
門
。
亂
兵
縱
火
焚
門
。
縁
城
而
入
。
莊
宗
擊
殺
數
十
百
人
。
亂
兵
從
樓
上
射
帝
。
帝
傷
重
、
于
絳
霄
殿
廊
下
。

自
皇
后
、
諸
王
、
左
右
皆
奔
走
。
至
午
時
帝
崩
。

李
嗣
源
の
兵
反
し
、
京
師
に
嚮
ふ
。
莊
宗
東
し
て

州
に
幸
す
る
に
、
嗣
源
先
づ
入
る
。
莊
宗
萬
勝
に
至
る
に
、
進
む
を
得
ず
し
て
還
る
。
軍
士
離
散
す

る
も
、
尚
ほ
二
萬
餘
人
あ
り
。
居
る
こ
と
數
日
、
莊
宗
復
た
東
し
て
汜
水
に
幸
し
、
關
を
扼
し
て
以
て
拒
と
為
さ
ん
こ
と
を
謀
る
。
四
月
丁
亥
朔
。
羣
臣

を
中
興
殿
に
朝
し
、
宰
相
對
す
る
こ
と
三
刻
に
し
て
罷
む
。
從
駕
黄
甲
馬
軍
、
宣
仁
門
に
陣
す
。
歩
軍
五
鳳
門
に
陣
し
以
て
俟
つ
。
莊
宗
入
り
て
内
殿
に

食
す
。
從
謙
營
中
よ
り
、
露
刃
注
矢
し
、
興
教
門
を
攻
む
。
黄
甲
軍
相
ひ
射
つ
。
莊
宗
亂
を
聞
き
、
諸
王
衛
士
を
率
ひ
、
亂
兵
を
擊
ち
て
門
を
出
づ
。
亂

兵
火
を
縱
ち
て
門
を
焚
く
。
城
に
縁
ひ
て
入
る
。
莊
宗
數
十
百
人
を
擊
殺
す
。
亂
兵
樓
上
從
り
帝
を
射
つ
。
帝
傷
重
く
、絳
霄
殿
の
廊
下
に

る
。
皇
后
、

諸
王
、
左
右
よ
り
皆
奔
走
す
。
午
時
に
至
り
て
帝
崩
ず
。

と
あ
り
、李
嗣
源
（
明
宗
）
の
反
乱
と
荘
宗
の
最
後
を
伝
え
る
。
中
興
殿
に
群
臣
を
朝
会
さ
せ
、宰
相
と
聴
政
し
た
日
の
午
後
で
あ
っ
た
。

そ
の
日
は
朔
日
で
あ
り
、
荘
宗
朝
の
制
で
は
月
に
一
度
の
入
閤
日
で
あ
る㉓

。
数
少
な
い
朝
会
儀
礼
の
日
に
行
わ
れ
た
御
前
会
議
で
あ
っ
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た
。
ち
な
み
に
荘
宗
が
斃
れ
た
絳
霄
殿
は
、
中
興
殿
の
背
後
の
殿
で
あ
る
（
図
1
）。
朝
儀
が
終
わ
っ
て
荘
宗
が
食
事
を
と
り
に
行
っ
た

「
内
殿
」
は
、
絳
霄
殿
以
北
の
殿
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
中
興
殿
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
後
唐
で
は
、
荘
宗
朝
末
期
に
中
興
殿
が
朝

儀
・
聴
政
の
場
と
し
て
活
用
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
は
看
守
で
き
る
。

翻
っ
て
表
1
を
見
る
に
、
宰
相
は
朔
日
以
外
に
荘
宗
に
謁
見
・
奏
事
し
て
い
る
の
で
、
随
時
奏
対
で
き
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、

表
１

－

４
に
言
う
「
内
殿
対
見
」
の
制
で
あ
る
が
、
今
ま
で
見
て
き
た
実
例
に
よ
る
に
、
実
際
に
宰
相
・
枢
密
使
達
が
活
動
し
た
の
は

中
興
殿
の
近
辺
で
あ
る
。「
内
殿
」
は
中
興
殿
も
指
す
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
殿
の
可
能
性
も
あ
り
、「
内
殿
」
の
表
記
自
体
は

特
定
の
殿
宇
を
示
す
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
後
章
で
あ
ら
た
め
て
検
討
す
る
。

問
題
は
、
先
述
の
如
く
延
英
殿
（
＝
便
殿
？
）
の
存
在
が
、
中
興
殿
を
中
心
と
す
る
諸
「
内
殿
」
の
他
に
隠
見
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ

れ
は
次
の
明
宗
朝
に
い
た
る
も
続
く
。

第
四
節　

後
唐
明
宗
朝
の
延
英
殿

明
宗
皇
帝
は
、
即
位
し
て
四
月
二
十
五
日
、
中
興
殿
で
の
聴
政
を
始
め
て
行
っ
た
が
（
表
１

－

10
）、
史
書
に
は
「
帝
始
聽
政
於
中
興

殿
」
と
の
み
記
載
し
て
お
り
、
こ
れ
が
一
部
高
官
だ
け
の
召
見
か
、
群
臣
を
集
め
て
の
朝
儀
で
あ
る
の
か
不
明
で
あ
る
。
そ
し
て
翌
月

五
月
二
日㉔

に
五
日
起
居
創
始
の
勅
が
出
さ
れ
た
。『
冊
府
元
亀
』
巻
一
〇
八
、
帝
王
部
、
朝
会
二
に
、

五
月
丁
巳
﹇
二
﹈。
内
出
御

一
封
、
賜
宰
臣
、
曉
示
文
武
百
寮
。
毎
日
正
衙
常
朝
外
、
五
日
一
度
、
赴
内
殿
起
居
。
宰
臣
、
百

官
、
班
於
文
明
殿
庭
謝
。
其
中
書
、
非
時
有
急
切
公
事
、
請
開
延
英
、
不
在
此
限
。

五
月
丁
巳
。
内
よ
り
御

一
封
を
出
し
、
宰
臣
に
賜
ひ
、
文
武
百
寮
に
曉
示
す
。
毎
日
正
衙
常
朝
の
外
、
五
日
に
一
度
、
内
殿
に
赴
ひ
て
起
居
せ
よ
。
宰
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臣
、
百
官
、
文
明
殿
庭
に
班
し
て
謝
せ
。
其
の
中
書
、
非
時
急
切
公
事
あ
ら
ば
、
延
英
を
開
か
ん
こ
と
を
請
へ
、
此
の
限
に
在
ら
ず
と
。

と
あ
る
。
起
居
の
制
の
但
し
書
き
と
し
て
、「
そ
の
中
書
、
非
時
に
急
切
の
公
事
あ
ら
ば
、
延
英
を
開
か
ん
こ
と
を
請
え
、
こ
の
限
に
あ

ら
ず
」
と
あ
り
、こ
こ
に
中
興
殿
以
外
の
随
時
の
召
対
場
所
と
し
て
「
延
英
殿
」
が
歴
々
と
し
て
出
現
す
る
の
で
あ
る
。「
非
時
」
と
あ

る
か
ら
に
は
、
中
興
殿
の
五
日
起
居
、
つ
ま
り
朝
儀
に
お
け
る
聴
政
以
外
の
時
間
帯
で
の
臨
時
の
奏
上
を
意
味
す
る
。
先
に
述
べ
た
よ

う
に
、
延
英
殿
は
文
明
殿
の
背
後
に
位
置
し
た
ら
し
い
の
で
、
皇
帝
が
急
遽
宰
相
に
会
見
す
る
、
臨
時
の
奏
対
の
場
と
し
て
は
、
適
切

な
殿
宇
の
よ
う
に
思
え
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
は
、
前
章
で
検
討
し
た
末
帝
と
盧
文
紀
の
対
話
で
あ
る
。
大
唐
の
故
事
に
倣
っ
て
「
非
時

召
対
の
場
と
し
て
の
延
英
殿
」
の
復
活
を
説
い
た
盧
文
紀
、
そ
れ
を
否
定
し
て
、
随
時
の
召
対
を
「
便
殿
」
で
行
う
と
し
た
末
帝
、
こ

の
君
臣
の
対
話
は
、明
宗
の
こ
の
時
の
勅
が
実
態
を
備
え
継
続
し
て
い
た
な
ら
ば
、不
用
な
議
論
で
あ
る
。
し
か
も
、天
成
元
年
（
九
二
六
）

五
月
か
ら
、
清
泰
二
年
（
九
三
五
）
七
月
ま
で
十
年
足
ら
ず
の
間
で
あ
り
、
不
可
解
で
あ
る
。
明
宗
の
制
が
実
行
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、

末
帝
・
盧
文
紀
と
も
わ
ざ
わ
ざ
大
唐
の
故
事
を
持
ち
出
し
て
議
論
す
る
必
要
も
な
い
の
だ
。

こ
れ
を
整
合
的
に
解
釈
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
先
に
挙
げ
た
明
宗
勅
の
但
し
書
き
は
具
文
で
あ
り
、
実
行
さ
れ
な
か
っ
た
と
み
る

し
か
な
い
。
さ
ら
に
は
、「
延
英
殿
」
と
い
う
殿
宇
が
、
果
た
し
て
聴
政
の
場
と
し
て
機
能
し
て
い
た
の
か
も
疑
っ
て
か
か
る
必
要
が
生

じ
て
く
る
。
一
方
で
、
表
1
に
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
後
も
臣
僚
の
奏
議
に
「
延
英
殿
」
の
語
彙
は
登
場
す
る
。
表
１

－

12
『
五
代
会
要
』

巻
六
、
常
朝
に
、

天
成
元
年
﹇
九
二
六
﹈
五
月
十
九
日
。
敕
、
本
朝
舊
日
、
趨
朝
官
置
待
漏
院
。
候
子
城
門
開
、
便
入
立
班
。
如
遇
不
坐
、
前
一
日
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晩
、
便
宣
、
來
日
兩
衙
不
坐
。
其
日
纔
明
、
閤
門
立
班
。
便
宣
、
不
坐
。
百
官
各
退
歸
司
。
近
年
已
来
。
雖
遇
不
坐
正
殿
、
或
是

延
英
対
宰
臣
。
或
是
内
殿
親
決
機
務
。
所
司
不
循
舊
制
、
往
往
及
辰
巳
之
時
、
尚
未
放
班
。
既
日
色
已
高
、
致
人
心
咸
倦
。
今
後

若
遇
不
坐
日
、
未
御
内
殿
前
、
便
令
閤
門
使
宣
不
坐
、
放
朝
退
班
。

天
成
元
年
五
月
十
九
日
。
敕
す
、
本
朝
の
舊
日
、
趨
朝
官
待
漏
院
を
置
く
。
子
城
門
開
く
を
候
ち
、
便
ち
入
り
て
立
班
す
。
如
し
不
坐
に
遇
へ
ば
、
前
一

日
の
晩
、
便
ち
宣
す
、
來
日
兩
衙
不
坐
と
。
其
の
日
纔
に
明
く
れ
ば
、
閤
門
に
て
立
班
す
。
便
ち
宣
す
、
不
坐
と
。
百
官
各
の
退
き
て
司
に
歸
る
。
近
年

已
来
。
正
殿
に
坐
せ
ざ
る
に
遇
ふ
と
雖
も
、
或
ひ
は
是
れ
延
英
に
て
宰
臣
に
対
す
。
或
ひ
は
是
れ
内
殿
に
て
機
務
を
親
決
す
。
所
司
舊
制
に
循
わ
ず
、
往

往
辰
巳
の
時
に
及
ぶ
も
、
尚
ほ
未
だ
班
を
放
ぜ
ず
。
既
に
日
色
已
に
高
く
、
人
心
咸
な
倦
む
を
致
す
。
今
後
若
し
不
坐
の
日
に
遇
は
ば
、
未
だ
内
殿
に
御

せ
ざ
る
前
、
便
ち
閤
門
使
を
し
て
不
坐
を
宣
し
、
放
朝
退
班
せ
し
む
。

と
あ
り
、「
正
殿
」・「
延
英
」・「
内
殿
」
の
三
所
が
言
及
さ
れ
て
い
る
。

　

①
正
殿
…
百
官
が
立
班
す
る
殿
宇
？
↓
文
明
殿
？

　

②
延
英
…
宰
相
を
召
対
す
る
と
こ
ろ

　

③
内
殿
…
機
密
事
項
を
皇
帝
自
ら
処
理
す
る
と
こ
ろ

　
　
　
　
　

↓
枢
密
使
・
三
司
等
を
召
対
す
る
と
こ
ろ
？

①
文
明
殿
の
百
官
立
班
は
皇
帝
が
親
臨
し
な
い
「
常
朝
の
儀
」
で
あ
り
、
筆
者
は
旧
稿
で
こ
れ
を
「
宣
不
坐
」
の
儀
と
名
付
け
た㉕

。

②
と
③
で
あ
る
が
、
前
章
で
見
た
宰
相
と
三
司
・
枢
密
な
ど
諸
使
の
関
係
性
を
見
る
と
、
③
は
具
体
的
に
場
所
を
特
定
で
き
ず
「
内
殿
」

と
し
か
言
え
な
い
も
の
、
と
な
る
。
②
は
文
字
通
り
に
と
れ
ば
、
文
明
殿
背
後
の
延
英
殿
と
な
る
。
或
い
は
、
明
宗
朝
初
年
の
天
成
元



立命館東洋史學　第 43號

34

年
当
時
は
、
延
英
殿
で
の
宰
臣
召
対
は
実
施
さ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
前
述
の
五
日
起
居
の
制
の
由
来
か
ら
す
る
と
、

そ
の
よ
う
な
儀
制
が
創
始
さ
れ
た
前
提
は
、
宰
相
が
「
内
殿
」
中
興
殿
に
入
る
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
、
厳
密
に
延
英
殿
を
指
す
と
は
断

定
で
き
な
い
。
中
興
殿
で
の
皇
帝
と
宰
相
の
奏
対
を
比
喩
的
に
「
延
英
」
と
称
し
た
可
能
性
が
生
じ
る
。

次
に
、
第
一
章
で
挙
げ
た
、
入
閤
・
五
日
起
居
と
転
対
に
関
す
る
記
事
（
表
１

－

15
、
天
成
元
年
七
月
）
を
再
び
見
て
み
よ
う
。

①
毎
月
文
明
殿
入
閣
、
及
百
官
五
日
一
赴
中
興
殿
等
事
。
②
伏
准
故
事
、
毎
月
百
官
入
閣
。
所
司
排
儀
仗
、
金
吾
勘
契
。
入
後
、

有
待
制
、
次
對
官
。
各
擧
論
本
司
公
事
。
左
右
起
居
、
分
記
言
動
、
以
付
史
館
、
編
脩
帝
録
。
此
本
朝
經
久
之
制
也
。
③
昨
陛
下

初
膺
大
寶
、
思
致
治
平
、
遂
降
綸
言
。
特
申
聖
旨
、
百
官
除
常
朝
外
、
ａ
依
宰
臣
、
毎
五
日
一
度
入
内
起
居
。
所
貴
得
預
敷
陳
、

俾
凝
庶
績
。
此
益
陛
下
切
於
百
司
、
各
言
於
時
政
。
特
令
五
日
一
面
於
天
顔
。
ｂ
雖
眷
睠
以
丁
寧
、
限
朝
儀
之
拘
束
。
序
班
而
入
、

拜
手
而
廻
。
縱
有
公
事
要
言
、
亦
且
巻
行
、
須
出
。
百
司
何
由
擧
職
、
両
史
無
以
記
言
。
ｃ
外
則
因
此
廢
待
制
、
次
対
之
官
。
ｄ

内
則
無
以
分
延
英
、
衆
人
之
別
。
④
以
臣
愚
見
、
竊
有
所
陳
。
ａ
欲
乞
陛
下
毎
月
一
日
、
十
五
日
両
度
、
出
御
文
明
殿
、
排
入
閤

之
儀
。
諸
司
依
前
轉
対
、
奏
論
今
司
公
事
。
其
百
官
就
食
、
謂
之
廊

。
則
中
外
既
有
區
分
、
禁
庭
亦
更
嚴
察
。
ｂ
如
陛
下
切
於

群
臣
有
所
敷
陳
。
即
乞
因
宰
臣
五
日
一
度
延
英
之
際
、
班
行
内
有
要
奏
事
者
、
臨
門
状
到
、
便
許
引
入
。
此
又
於
旅
進
旅
退
、
事

理
不
同
、
言
路
既
開
、
別
彰
聖
徳
。

と
あ
り
、
要
点
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　

②
…
唐
制
の
入
閤
で
は
儀
仗
を
備
え
て
百
官
が
揃
う
中
で
、
待
制
・
次
対
官
の
奏
事
、
左
右
起
居
の
記
録
が
行
わ
れ
た
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③
ａ
…
五
日
起
居
の
制
で
は
百
官
は
宰
相
に
従
っ
て
皇
帝
の
尊
顔
を
仰
ぐ
こ
と
が
で
き
る

　

③
ｂ
…
朝
儀
な
の
で
百
官
は
拝
し
て
退
出
し
、
奏
事
で
き
ず
、
左
右
起
居
も
記
録
で
き
な
い

　

③
ｃ
…
「
外
」
は
待
制
・
次
対
の
官
を
廃
す
る
こ
と
に
な
る

　

③
ｄ
…
「
内
」
は
「
延
英
」・「
衆
人
」
の
区
別
が
な
い

　

④
ａ
…  

入
閤
の
儀
の
際
、
故
事
に
よ
っ
て
転
対
を
設
け
、
諸
司
の
公
事
を
奏
さ
せ
る

　
　
　
　

↓
こ
れ
に
よ
っ
て
「
中
」
と
「
外
」
の
区
分
が
な
さ
れ
、
朝
廷
も
厳
か
に
な
る

　

④
ｂ
…  

も
し
陛
下
が
群
臣
の
意
見
聴
取
を
切
望
さ
れ
る
な
ら
ば
、
宰
相
の
「
五
日
一
度
延
英
」
の
際
に
、
百
官
が
奏
上
を
希
望
す
る

者
あ
ら
ば
、（
事
前
に
門
に
詣
り
）
そ
の
旨
奏
上
さ
せ
る

　
　

↓
か
く
す
れ
ば
、「
旅
進
旅
退
」
と
は
異
な
り
言
路
開
か
れ
る　

さ
て
、
③
ｃ
・
ｄ
の
「
外
」・「
内
」
と
は
何
か
。
李
琪
は
入
閤
で
の
次
対
官
な
ど
の
奏
対
制
度
復
活
を
請
う
て
い
る
の
で
、「
外
」
と

は
入
閤
の
朝
儀
で
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
と
言
え
よ
う
。
そ
う
す
る
と
「
内
」
は
「
五
日
起
居
」
と
な
る
。
よ
っ
て
③
ｄ
「
延
英
」・「
衆

人
」
の
別
と
は
、
宰
相
・
百
官
の
区
別
を
い
う
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

つ
ま
り
、
宰
相
が
百
官
と
分
離
さ
れ
て
内
密
に
皇
帝
と
議
政
す
る
こ
と
を
「
延
英
」
と
称
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
「
衆
人
」
と

は
五
日
起
居
な
ど
の
朝
儀
に
お
い
て
皇
帝
の
面
前
で
「
旅
進
旅
退
」
す
る
百
官
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
彼
ら
百
官
の
言
路
は
、
入
閤
の

儀
及
び
次
対
（
転
対
）
官
の
復
活
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
（
④
ａ
）㉖

。

た
だ
し
、
明
宗
皇
帝
の
勤
政
の
御
心
を
察
す
る
な
ら
ば
、
事
前
奏
上
を
前
提
と
し
て
、
中
興
殿
庭
の
百
官
奏
事
を
許
容
す
る
も
の
で

あ
る
（
④
ｂ
）。
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以
上
が
李
琪
の
提
案
の
大
意
で
あ
ろ
う
。
文
中
に
出
て
く
る
「
延
英
」
と
は
「
皇
帝
と
少
人
数
で
議
政
す
る
宰
相
の
比
喩
表
現
」
で

あ
り
（
③
ｄ
）、
さ
ら
に
は
「
中
興
殿
五
日
起
居
」
の
異
称
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
④
ｂ
）。
な
ぜ
な
ら
ば
、
①
に
お
い
て
、「
百
官
五
日

一
赴
中
興
殿
等
事
」
と
い
い
な
が
ら
、
④
ｂ
に
お
い
て
「
即
乞
因
宰
臣
五
日
一
度
延
英
之
際
」
と
称
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

或
い
は
、
五
日
に
一
度
、
百
官
が
宰
臣
に
従
い
中
興
殿
に
起
居
す
る
と
、
そ
の
後
、
宰
相
と
皇
帝
が
中
興
殿
を
出
て
、
文
明
殿
背
後

の
延
英
殿
に
赴
き
聴
政
を
す
る
と
い
う
想
定
も
で
き
る
。
し
か
し
、
先
述
の
如
く
延
英
殿
の
位
置
関
係
は
中
興
殿
よ
り
も
外
に
あ
り
、

皇
帝
・
宰
相
共
に
そ
の
様
な
宮
内
の
移
動
を
律
儀
に
行
う
の
か
疑
問
で
あ
る
。
宰
相
・
百
官
が
中
興
殿
で
皇
帝
に
謁
見
し
た
な
ら
ば
、

百
官
が
退
出
後
、
宰
相
が
残
留
し
て
奏
事
す
れ
ば
そ
れ
で
済
む
か
ら
で
あ
る
。

次
に
表
１

－

34
、
天
成
四
年
（
九
二
九
）
八
月
二
二
日
の
事
例
を
見
よ
う㉗

。『
冊
府
元
亀
』
巻
三
一
四
、
宰
輔
部
、
謀
猷
四
に
、

戊
午
﹇
二
二
﹈、
帝
御
中
興
殿
、
對
宰
臣
、
論
時
政
、
何
者
為
切
。
道
對
曰
、
務
惜
生
靈
爲
切
。
臣
記
近
代
詞
人
、
為
古
調
詩
云
。

正
月
賣
新
絲
、
二
月
糶
新
粟
、
救
得
眼
前
瘡
、

却
心
頭
肉
、
我
願
君
王
心
、
化
作
光
明
燭
、
不
照
綺
羅
筵
、
偏
照
逃
亡
屋
。
此

詞
義
雖
淺
、
規
諫
道
深
。
臣
諷
誦
之
、
實
覺
有
理
。
帝
深
納
之
。

戊
午
、
帝
中
興
殿
に
御
し
、
宰
臣
に
對
し
、
時
政
を
論
じ
、
何
者
切
と
爲
す
や
と
。
道
對
へ
て
曰
く
、
務
め
て
生
靈
を
惜
し
む
を
切
と
為
す
。
臣
近
代
の

詞
人
を
記
す
に
、
古
調
詩
を
為
り
て
云
ふ
。
正
月
新
絲
を
賣
り
、
二
月
新
粟
を
糶
す
、
眼
前
の
瘡

を
救
得
し
、
心
頭
の
肉
を
却
す
、
我
願
ふ
君
王
の
心
、

化
し
て
光
明
と
作
し
、
燭
綺
羅
筵
を
照
ら
さ
ず
、
偏
く
逃
亡
の
屋
を
照
ら
さ
ん
こ
と
を
と
。
此
の
詞
義
淺
と
雖
も
、
規
諫
の
道
深
し
。
臣
之
を
諷
誦
す
る

に
、
實
に
理
あ
る
を
覺
る
。
帝
深
く
之
を
納
る
。

と
あ
っ
て
、
お
そ
ら
く
五
日
起
居
の
際
の
宰
相
馮
道
と
の
対
話
を
中
興
殿
で
の
出
来
事
と
し
て
載
せ
る
。
中
興
殿
で
大
唐
の
「
仗
下
奏
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事
」
の
如
く
宰
臣
奏
対
が
実
施
さ
れ
て
い
た
証
拠
で
あ
る
。
こ
れ
を
『
旧
五
代
史
』
巻
一
二
六
、
馮
道
伝
は
、

天
成
、
長
興
中
。
天
下
屢
稔
、
朝
廷
無
事
。
明
宗
毎
御
延
英
、
留
道
訪
以
外
事
。
道
曰
、
陛
下
以
至
徳
承
天
。
天
以
有
年
表
瑞
。

更
在
日
慎
一
日
、
以
答
天
心
﹇
中
略
﹈
明
宗
深
然
之
。
佗
日
又
問
道
曰
、
天
下
雖
熟
、
百
姓
得
濟
否
。
道
曰
、
穀
貴
餓
農
、
穀
賤

傷
農
、
此
常
理
也
。
臣
憶
得
近
代
有
舉
子
聶
夷
中
、
傷
田
家
詩
云
。
二
月
賣
新
絲
、
五
月
糶
秋
穀
、
醫
得
眼
下
瘡
、

郤
心
頭
肉
、

我
願
君
王
心
、
化
作
光
明
燭
、
不
照
綺
羅
筵
、
偏
照
逃
亡
屋
。
明
宗
曰
、
此
詩
甚
好
。
遽
命
侍
臣
録
下
。

天
成
、
長
興
中
。
天
下
屢
稔
り
、
朝
廷
無
事
た
り
。
明
宗
毎
に
延
英
に
御
し
、
道
を
留
め
て
訪
ふ
に
外
事
を
以
て
す
。
道
曰
く
、
陛
下
至
徳
を
以
て
天
を

承
く
。
天
有
年
を
以
て
瑞
を
表
す
。
更
に
日
に
在
り
て
一
日
を
慎
し
み
、
以
て
天
心
に
答
へ
ん
こ
と
を
﹇
中
略
﹈
明
宗
深
く
之
を
然
り
と
す
。
他
日
又
道

に
問
ひ
て
曰
く
、
天
下
熟
す
と
雖
も
、
百
姓
濟
る
を
得
る
や
否
や
と
。
道
曰
く
、
穀
貴
け
れ
ば
農
を
餓
へ
し
め
、
穀
賤
け
れ
ば
農
を
傷
ま
し
む
、
此
れ
常

理
な
り
。
臣
憶
ふ
て
得
た
り
近
代
の
舉
子
聶
夷
中
に
、
田
家
を
傷
む
の
詩
あ
り
て
云
ふ
。
二
月
新
絲
を
賣
り
、
五
月
秋
穀
を
糶
す
、
醫
眼
下
瘡

を
得
た

り
、
心
頭
肉
を
郤
す
、
我
願
ふ
君
王
の
心
、
化
し
て
光
明
と
作
り
、
燭
綺
羅
筵
を
照
ら
さ
ず
し
て
、
偏
く
逃
亡
の
屋
を
照
ら
さ
ん
と
。
明
宗
曰
く
、
此
の

詩
甚
だ
好
し
と
。
遽
て
侍
臣
に
命
じ
て
録
下
せ
し
む
。

と
あ
っ
て
、「
傷
田
家
詩
」
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
延
英
殿
で
の
出
来
事
と
す
る
。
要
す
る
に
中
興
殿
と
延
英
殿
は
同
一
視
さ
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。

以
上
、
総
じ
て
考
察
す
る
に
、
明
宗
期
の
「
延
英
殿
」
は
、
文
明
殿
背
後
の
そ
の
名
の
殿
宇
を
実
際
に
使
用
し
て
い
た
、
と
い
う
よ

り
は
、
中
興
殿
五
日
起
居
の
比
喩
的
表
現
と
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
前
述
の
如
く
、
末

帝
朝
に
延
英
殿
の
復
活
が
議
論
さ
れ
る
は
ず
が
な
い
か
ら
で
あ
る㉘

。
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し
か
し
な
が
ら
、
前
掲
『
宋
会
要
輯
稿
』
及
び
『
河
南
志
』
に
は
、
北
宋
の
「
垂
拱
殿
」
の
存
在
を
記
し
、
そ
れ
が
五
代
の
「
延
英

殿
」
で
あ
る
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
延
英
殿
と
い
う
殿
宇
の
実
在
そ
の
も
の
は
、
疑
問
の
余
地
が
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ

れ
は
筆
者
の
所
説
に
対
す
る
有
力
な
反
証
と
な
り
得
る
。
次
節
で
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
再
考
し
た
い
。

第
五
節　

延
英
殿
と
文
明
殿
の
構
造

前
掲
『
宋
会
要
輯
稿
』
方
域
一
に
、

次
北
曰
文
明
殿
。
唐
曰
真
観
、
梁
曰
文
明
殿
。
東
南
隅
有
鼓
楼
、
西
南
隅
有
鐘
楼
。
東
西
横
門
曰
左
右
延
福
門
。
殿
両
挾
曰
東
上
、

西
上
閣
門
。
殿
後
有
柱
廊
。
次
曰
垂
拱
殿
。
唐
曰
延
英
、
太
平
興
国
三
年
、
改
今
名
。
殿
後
通
天
門
、
復
有
柱
廊
。

と
あ
り
、『
河
南
志
』
宋
城
闕
古
蹟
に 

、

﹇
敷
政
門
﹈
次
北
文
明
殿
﹇
注
略
﹈。
殿
東
南
隅
有
鼓
楼
、
西
南
隅
有
鐘
楼
。
東
西
横
門
、
曰
左
右
延
福
門
。
殿
両
挾
、
曰
東
上
、

西
上
閣
門
（
殿
後
有
柱
廊
）。
次
曰
垂
拱
殿
（
按
、
唐
天
祐
□
後
□
□
□
□
□
□
傳
是
此
殿
、
太
平
興
国
□
□
□
□
垂
拱
）。
殿
後
通
天
門
（
後
有

柱
廊
）

と
あ
っ
て
、
傍
線
を
引
い
た
と
こ
ろ
に
注
目
す
る
と
、
文
明
殿
と
延
英
殿
（
垂
拱
殿
）
と
の
間
に
「
柱
廊
」
が
介
在
し
て
い
る
。
次
に
中

軸
線
上
の
正
殿
で
あ
る
明
堂
殿
（
図
1
）
に
つ
い
て
、『
宋
会
要
輯
稿
』
は
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正
殿
曰
太
極
殿
﹇
中
略
﹈
殿
後
有
柱
廊
。
次
天
興
殿
、
舊
曰
太
極
後
殿
。
太
平
興
国
三
年
、
改
今
名
。

正
殿
を
太
極
殿
と
曰
ふ
﹇
中
略
﹈
殿
後
に
柱
廊
あ
り
。
次
天
興
殿
、
舊
太
極
後
殿
と
曰
ふ
。
太
平
興
国
三
年
、
今
名
に
改
む
。

と
あ
り
、『
河
南
志
』
宋
城
闕
古
蹟
に
は
、

殿
曰
太
極
殿
﹇
中
略
﹈
殿
後
有
柱
廊
、
次
天
興
殿
、（
大
礼
宿
齋
於
此
、
舊
曰
太
極
後
殿
、
太
平
興
国
三
年
改
）。

殿
を
太
極
殿
と
曰
ふ
﹇
中
略
﹈
殿
後
に
柱
廊
あ
り
、
次
天
興
殿
、（
大
礼
此
に
宿
齋
す
、
舊
太
極
後
殿
と
曰
ふ
、
太
平
興
国
三
年
改
む
）。

と
あ
っ
て
、
正
殿
太
極
殿
（
後
唐
明
堂
殿
）
は
太
極
後
殿
（
宋
天
興
殿
）
と
「
柱
廊
」
で
連
結
さ
れ
た
工
字
型
の
構
造
で
あ
る
こ
と
を
伝
え

る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
そ
の
西
方
に
存
在
す
る
枢
要
な
殿
宇
で
あ
る
文
明
殿
も
延
英
殿
と
「
柱
廊
」
で
連
結
さ
れ
た
工
字
型
の
可
能
性

が
強
い㉙

。
つ
ま
り
、
延
英
殿
は
文
明
殿
の
後
殿
で
あ
り
、
付
属
建
築
物
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
も
し
、
こ
の
推
定
が
正
し
け
れ
ば
、

以
下
の
よ
う
な
唐
末
・
五
代
の
沿
革
を
想
定
で
き
る
。

唐
末
、
朱
全
忠
が
昭
宗
を
長
安
か
ら
遷
御
さ
せ
る
際
に
、
洛
陽
宮
を
修
築
し
た
の
で
あ
る
が
、
長
安
大
明
宮
の
延
英
殿
を
洛
陽
に
再

現
す
る
際
に
、
そ
の
よ
う
な
工
字
型
構
造
を
と
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。『
唐
会
要
』
巻
二
四
、
朔
望
朝
参
に
、
哀
帝
の
天
祐
二
年

（
九
〇
五
）、
朝
儀
を
縮
小
し
た
勅
を
載
せ
て
い
う
、

天
祐
二
年
十
二
月
勅
。
漢
宣
帝
中
興
、
五
日
一
聽
朝
。
歷
代
通
規
、
宜
爲
常
式
。
今
後
毎
月
、
只
許
一
五
九
日
開
延
英
、
計
九
度
。

其
入
閤
日
、
仍
于
延
英
日
一
度
指
揮
。
如
有
大
段
公
事
、
中
書
門
下
具
牓
子
、
奏
請
開
延
英
、
不
拘
日
数
。
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天
祐
二
年
十
二
月
勅
す
。
漢
宣
帝
中
興
し
、
五
日
に
一
た
び
聽
朝
す
。
歷
代
の
通
規
、
宜
し
く
常
式
と
爲
す
べ
し
。
今
後
毎
月
、
只
だ
一
五
九
日
延
英
を

開
き
、
計
九
度
を
許
す
。
其
の
入
閤
の
日
、
仍
て
延
英
の
日
に
お
い
て
一
度
指
揮
せ
ん
。
如
し
大
段
の
公
事
あ
ら
ば
、
中
書
門
下
牓
子
を
具
し
、
延
英
を

開
か
ん
こ
と
を
奏
請
せ
ん
こ
と
、
日
数
に
拘
わ
ら
ず
と
。

月
九
回
、
延
英
殿
を
開
き
、
そ
の
う
ち
一
回
は
入
閤
を
挙
行
す
る
と
あ
る
。
さ
ら
に
、
同
書
同
巻
に
は
、

﹇
天
祐
﹈
三
年
﹇
九
〇
六
﹈
六
月
、
勅
。
文
武
百
僚
、
毎
月
一
度
、
入
閤
於
貞
觀
殿
。
貞
觀
大
殿
、
朝
廷
正
衙
。
正
至
之
辰
、
受
羣

臣
朝
賀
。
比
來
視
朝
、
未
正
規
儀
。
今
後
于
崇
勲
殿
入
閤
。

三
年
六
月
、
勅
す
。
文
武
百
僚
、
毎
月
一
度
、
貞
觀
殿
に
入
閤
す
。
貞
觀
大
殿
、
朝
廷
正
衙
な
り
。
正
至
の
辰
、
羣
臣
の
朝
賀
を
受
く
。
比
來
視
朝
す
る

に
、
未
だ
規
儀
を
正
さ
ず
。
今
後
崇
勲
殿
に
お
い
て
入
閤
せ
ん
と
。

と
あ
っ
て
、
入
閤
は
一
時
期
貞
観
殿
（
後
唐
文
明
殿
）
で
行
わ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
貞
観
殿
背
後
の
後
殿
で
あ
る
延
英
殿
で
月
九
度
の

聴
政
を
行
い
、
そ
の
う
ち
一
度
は
、
延
英
殿
で
は
な
く
、
そ
の
主
殿
の
貞
観
殿
で
「
入
閤
の
儀
」
を
挙
行
す
る
と
い
う
構
造
で
あ
る
。

し
か
し
、
貞
観
殿
は
元
旦
・
冬
至
の
大
朝
会
を
行
う
宮
殿
と
な
っ
て
い
た
の
で
、
内
朝
入
閤
の
長
安
時
代
の
儀
制
に
照
ら
し
て
、
新
た

に
、
延
英
殿
背
後
の
崇
勲
殿
（
後
唐
中
興
殿
）
が
、
入
閤
の
場
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
貞
観
殿
の
後
殿
で
あ
る
延
英
殿
よ
り
も
、
独
立
し

た
殿
で
あ
る
崇
勲
殿
の
方
が
、
朝
会
儀
礼
の
場
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
延
英
殿
は
そ
の
機
能
を
曖
昧
に
し
始
め

た
。後

梁
時
代
、
毎
月
十
五
日
に
延
英
殿
で
聴
政
を
実
施
し
た
も
の
の
（
表
一-

一
）、
結
局
、
前
殿
で
あ
る
文
明
殿
（
大
唐
貞
観
殿
）
で
、
月
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一
度
の
入
閤
を
挙
行
し
、
崇
勲
殿
で
常
朝
を
挙
行
す
る
よ
う
に
変
じ
た
の
は
、
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
。
こ
れ
も
、
延
英
殿
が
文
明
殿

付
属
建
築
物
で
あ
っ
た
な
ら
説
明
が
つ
く
。

続
く
後
唐
荘
宗
時
代
で
は
、
一
部
の
要
官
が
内
殿
で
毎
日
謁
見
す
る
一
方
で
、
百
官
は
、
月
一
度
の
文
明
殿
入
閤
し
か
皇
帝
に
見
え

る
機
会
が
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
百
官
は
文
明
殿
の
ラ
イ
ン
で
シ
ャ
ッ
ト
ア
ウ
ト
さ
れ
た
の
で
、こ
の
内
殿
は
延
英
殿
の
可
能
性
が
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
中
興
殿
も
荘
宗
の
聴
政
の
拠
点
と
し
て
活
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
聴
政
の
場

は
、
文
明
殿
―
延
英
殿
を
離
れ
内
奥
へ
移
動
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
明
宗
が
即
位
す
る
と
、
宰
相
が
「
内
殿
」
中
興
殿
に
入
る
際
に
百
官
が
随
従
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
五
日
に
一
度
の
百
官
謁

見
が
確
立
し
た
。
つ
ま
り
、
そ
れ
以
前
か
ら
宰
相
達
は
延
英
殿
で
は
な
く
、
さ
ら
に
そ
の
北
の
中
興
殿
に
進
入
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
後
梁
崇
勲
殿
時
代
か
ら
の
伝
統
を
考
え
れ
ば
、
自
然
の
成
り
行
き
で
あ
ろ
う
。
繰
り
返
す
が
、
百
官
の
朝
会
儀
礼
の
場
と
し

て
は
、
延
英
殿
よ
り
も
中
興
殿
の
方
が
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
。

こ
の
五
日
起
居
の
儀
制
が
成
立
し
た
こ
と
に
よ
り
、延
英
殿
よ
り
も
内
奥
の
中
興
殿
が
唐
代
の
紫
宸
殿
入
閤
常
朝
の
儀
に
匹
敵
す
る
、

朝
会
儀
礼
の
場
と
し
て
格
式
を
樹
立
し
た
。
そ
の
余
波
を
蒙
り
、
軍
政
・
財
務
の
権
限
を
失
っ
て
い
た
宰
相
は
、
そ
の
召
対
の
機
会
を

五
日
起
居
に
局
限
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、
一
旦
、
延
英
殿
を
通
り
越
し
て
中
興
殿
ま
で
進
入
し
た
宰
相
達
が
、
皇
帝
と

と
も
に
、
外
側
の
延
英
殿
に
座
を
移
す
と
い
う
の
も
考
え
が
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
大
唐
の
時
代
で
は
紫
宸
殿
で
仗
下
奏
事
を
行
っ
た
宰
相
は
、
同
殿
退
出
後
、
改
め
て
延
英
殿
で
の
皇
帝
聴
政
に
臨
ん
で

い
た
の
で㉚

、
前
述
の
如
く
、
後
唐
洛
陽
宮
に
お
い
て
も
、
宰
相
達
は
、
中
興
殿
五
日
起
居
終
了
後
に
一
旦
禁
中
よ
り
出
で
、
再
度
、
延

英
殿
に
入
り
皇
帝
に
謁
見
し
て
い
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
大
唐
大
明
宮
の
延
英
殿
は
、
紫
宸
殿
の
西
側
の
禁
中
の
殿
宇
で
あ
り
（
図
三
）、
後
唐
の
延
英
殿
の
如
く
禁
中
よ
り
出
た
外
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側
で
は
な
い
。
後
唐
期
の
、
文
明
殿
背
後
の
延
英
殿
は
、
宰
相
が
出
向
く
に
は
都
合
が
よ
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
皇
帝
の
立
場
で
は
宰

相
連
に
会
う
た
め
に
外
側
に
出
る
こ
と
は
、
威
厳
を
損
な
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、
そ
こ
ま
で
し
て
実
権
の
縮
小

し
た
宰
相
達
に
会
う
必
要
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
中
興
殿
で
い
わ
ゆ
る
「
仗
下
奏
事
」
を
行
え
ば
そ
れ
で
事
足
り
る
か
ら
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
筆
者
は
明
宗
朝
に
見
え
る
「
延
英
」
の
語
は
中
興
殿
に
お
け
る
皇
帝
―
宰
相
奏
対
の
比
喩
的
表
現
と
す
る
見
解

を
一
案
と
し
て
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
が
な
お
存
在
す
る
。
そ
れ
は
、『
五
代
会
要
』
巻
六
に
、「
開
延
英
儀
」
と
題

さ
れ
る
詳
細
な
儀
注
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
筆
者
は
旧
稿
に
お
い
て
、
こ
の
儀
注
に
「
三
司
使
」
の
官
職
が
登
場
し
、
ま
た

末
尾
に
記
さ
れ
た
中
謝
官
の
設
定
範
囲
が
大
唐
の
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
五
代
の
儀
注
と
大
唐
の
故
事
を
接
合
し
て
作
成
し
た
も
の

と
推
定
し
た㉛

。
紙
幅
の
関
係
か
ら
、
儀
注
の
全
文
を
挙
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
同
儀
注
に
記
さ
れ
る
諸
官
の
奏
対
順
序
を
以
下
に

あ
げ
る
。

『
五
代
会
要
』
巻
六
、「
開
延
英
儀
」
諸
官
奏
対
次
第

　

宰
相
…
昇
殿
奏
事

　

両
省
転
対
…
殿
下
奏
事

　

次
對
官
、
御
史
中
丞
、
三
司
使
、
京
兆
尹
…
奏
所
司
公
事

　

中
謝
官
？
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こ
こ
で
気
が
つ
く
の
は
、
後
唐
明
宗
朝
以
来
、
宰
相
の
次
に
奏
対
す
る
奏
対
官
は
「
転
対
」
と
称
さ
れ
た
の
に
対
し
て
（
本
論
第
一
章

参
照
）、
こ
の
儀
注
で
は
転
対
の
他
に
「
次
対
官
」
と
い
う
別
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
奏
対
官
を
記
し
、
そ
れ
は
唐
制
の
名
称
に
由
来
す
る
こ

と
で
あ
る32

。
さ
ら
に
、
先
述
の
如
く
後
唐
朝
に
入
っ
て
以
来
、
延
英
殿
の
存
在
は
極
め
て
曖
昧
な
も
の
に
な
っ
て
い
た
。
も
し
後
唐
朝

の
「
延
英
」
が
、「
中
興
殿
五
日
起
居
に
お
け
る
宰
相
召
対
」
の
別
名
だ
と
す
れ
ば
、「
開
延
英
儀
」
に
記
載
さ
れ
る
よ
う
な
整
然
と
し

た
儀
式
が
果
た
し
て
挙
行
さ
れ
た
の
か
、
検
討
す
べ
き
課
題
と
な
る
。
仮
に
具
文
だ
と
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な
儀
注
が
書
か
れ
た
時
期

と
意
図
が
問
題
に
な
る
が
、
今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い
。

最
後
に
、
こ
れ
ま
で
の
論
議
で
頻
出
す
る
「
内
殿
」・「
便
殿
」・「
正
殿
」
の
語
彙
に
つ
い
て
ふ
れ
た
い
。
後
唐
朝
の
朝
儀
・
聴
政
の

中
心
と
な
っ
た
中
興
殿
で
あ
る
が
、そ
の
史
料
上
の
称
謂
に
揺
ら
ぎ
が
見
ら
れ
る
。『
資
治
通
鑑
』
巻
二
七
五
、天
成
元
年
（
九
二
六
）
五

月
丁
巳
、「
初
令
百
官
正
衙
常
朝
外
、
五
日
一
赴
内
殿
起
居
」
の
胡
三
省
の
注
に
は
、

時
正
衙
常
朝
、
御
文
明
殿
。
朔
望
御
之
。
内
殿
、
中
興
殿
也
。

時
に
正
衙
の
常
朝
、
文
明
殿
に
御
す
。
朔
望
之
に
御
す
。
内
殿
と
は
中
興
殿
な
り
。

と
あ
り
、
前
掲
天
成
元
年
七
月
の
盧
文
紀
の
上
奏
に
は
、

侍
御
史
臺
奏
、
毎
月
文
明
殿
入
閣
、
及
百
官
五
日
一
赴
中
興
殿
等
事
。

と
あ
っ
て
、
中
興
殿
＝
内
殿
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
先
に
荘
宗
朝
の
事
例
で
見
た
よ
う
に
、
逆
に
「
内
殿
」
と
い
え
ば
直
ち
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に
中
興
殿
、
と
は
言
え
な
い
例
も
あ
る
。

次
に
、『
冊
府
元
亀
』
巻
一
〇
八
、
帝
王
部
、
朝
会
二
に
は
、

﹇
明
宗
天
成
元
（
九
二
六
）
年
五
月
﹈
乙
酉
﹇
三
〇
﹈。
勅
、
毎
月
十
五
日
賜
廊
下
食
。
本
朝
承
平
時
、
常
參
官
毎
日
朝
退
、
賜
食

廊
下
、
謂
之
廊

。
自
乾
符
亂
離
已
後
、
庶
事
草
創
、
百
司
經
費
不
足
、
無
毎
日
之
賜
。
但
遇
月
旦
入
閣
日
賜
食
。
帝
初
即
位
、

始
因
諫
官
疏
、
奏
請
文
武
百
寮
五
日
一
起
居
、
見
帝
於
便
殿
。

乙
酉
。
勅
す
、
毎
月
十
五
日
廊
下
食
を
賜
ふ
。
本
朝
承
平
の
時
、
常
參
官
毎
日
朝
退
き
、
食
を
廊
下
に
賜
ふ
、
之
を
廊

と
謂
ふ
。
乾
符
亂
離
よ
り
已
後
、

庶
事
草
創
し
、
百
司
の
經
費
足
ら
ず
、
毎
日
の
賜
な
し
。
但
だ
月
旦
入
閣
の
日
に
遇
へ
ば
食
を
賜
ふ
と
。
帝
初
め
即
位
し
、
始
め
諫
官
の
疏
し
て
文
武
百

寮
五
日
に
一
た
び
起
居
せ
ん
こ
と
を
奏
請
す
る
に
因
り
、
帝
に
便
殿
に
て
見
ゆ
。

と
あ
っ
て
、
中
興
殿
を
便
殿
と
呼
ん
で
い
る33

。

さ
ら
に
、『
旧
五
代
史
』
卷
八
九
、
劉

伝
に
は
、

拜
中
書
侍
郎
兼
刑
部
尚
書
平
章
事
。
時

入
謝
、
遇
大
祠
。
明
宗
不
御
中
興
殿
。
閤
門
白
、
舊
禮
、
宰
相
謝
恩
、
須
正
殿
通
喚
、

請
候
來
日
。
樞
密
使
趙
延
壽
曰
、
命
相
之
制
下
、
已
數
日
、
中
謝
無
宜
後
時
。
因
即
奏
之
、
遂
謝
於
端
明
殿
。

中
書
侍
郎
兼
刑
部
尚
書
平
章
事
を
拜
す
。
時
に

入
謝
す
る
に
、
大
祠
に
遇
ふ
。
明
宗
中
興
殿
に
御
せ
ず
。
閤
門
白
す
、
舊
禮
、
宰
相
謝
恩
す
る
に
、
須

く
正
殿
に
て
通
喚
す
べ
し
、
來
日
を
候
た
ん
こ
と
を
請
ふ
と
。
樞
密
使
趙
延
壽
曰
く
、
命
相
の
制
下
り
、
已
に
數
日
、
中
謝
宜
し
く
後
時
な
か
る
べ
し
と
。

因
て
即
ち
之
を
奏
し
、
遂
に
端
明
殿
に
謝
す
。
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と
あ
っ
て
、
こ
ん
ど
は
正
殿
と
も
呼
ん
で
い
る
。
す
な
わ
ち
、
中
興
殿
に
は
「
内
殿
」・「
便
殿
」・「
正
殿
」
の
別
称
が
存
在
す
る
。
お

そ
ら
く
後
二
者
は
「
内
殿
」
中
興
殿
の
機
能
か
ら
派
生
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
先
述
の
如
く
皇
帝
と
宰
相
の
奏
対
か
ら
大
唐
の
「
延
英

殿
」
が
想
起
さ
れ
て
「
便
殿
」
の
呼
称
が
つ
き
、「
五
日
起
居
」
の
百
官
朝
会
儀
礼
か
ら
「
正
殿
」
の
呼
称
が
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う34

。
こ

の
よ
う
に
史
料
上
の
用
語
に
い
さ
さ
か
混
乱
が
見
ら
れ
る
の
は
、
後
唐
洛
陽
の
宮
廷
は
制
度
草
創
期
で
あ
り
、
過
渡
期
で
あ
る
こ
と
を

表
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

終
わ
り
に

入
閤
と
五
日
起
居
と
い
う
、
五
代
の
朝
儀
の
範
型
を
作
っ
た
後
唐
明
宗
朝
で
あ
る
が
、
従
来
の
研
究
は
制
度
の
輪
郭
が
明
瞭
な
転
対

制
度
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
た
。
朝
儀
と
並
行
し
て
行
わ
れ
た
は
ず
の
皇
帝
と
宰
相
に
よ
る
聴
政
（
御
前
会
議
）
は
、
史
料
上
、
曖
昧

な
記
述
し
か
な
く
、
多
く
の
疑
問
点
が
あ
る
。
宰
相
・
枢
密
使
の
実
質
的
論
政
は
、
朝
儀
の
場
で
は
な
く
、「
内
殿
」・「
便
殿
」
と
称
さ

れ
る
殿
宇
で
、
内
密
な
議
論
が
な
さ
れ
て
い
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
筆
者
が
唐
代
史
で
論
じ
た
「
朝
儀
」
と
「
聴
政
」
の
分
離
が
進

行
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

一
方
で
、
五
日
起
居
と
い
う
朝
儀
の
成
立
は
、
反
っ
て
宰
相
の
奏
対
の
場
を
中
興
殿
に
限
定
し
て
し
ま
い
、
皇
帝
と
の
親
密
さ
に
お

い
て
、
枢
密
使
や
判
三
司
な
ど
の
軍
事
・
財
政
官
僚
と
の
差
を
開
く
結
果
と
な
っ
た
。
ま
た
、
朝
儀
終
了
後
の
仗
下
奏
事
が
宰
相
と
皇

帝
の
奏
対
の
主
要
な
場
と
な
り
、
宰
相
に
限
っ
て
い
え
ば
、
再
び
朝
儀
と
聴
政
が
一
体
化
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
宰
相
盧
文
紀
の

指
摘
す
る
問
題
点
に
繋
が
る
。

末
帝
は
、
盧
文
紀
達
に
彼
ら
の
献
替
の
乏
し
さ
を
責
め
た
が
、
盧
文
紀
は
、
奏
対
を
随
時
開
催
で
き
る
こ
と
と
、
そ
の
場
の
密
室
性
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を
要
求
し
、
そ
の
典
拠
を
大
唐
の
延
英
殿
に
求
め
た
。
し
か
し
、
末
帝
は
五
日
起
居
で
対
応
で
き
る
と
し
、
延
英
殿
の
復
活
案
を
退
け

た
。
彼
ら
の
や
り
取
り
か
ら
、
後
唐
朝
に
お
け
る
延
英
殿
と
い
う
殿
宇
の
機
能
に
疑
問
符
が
つ
く
。
史
書
に
残
る
後
唐
期
の
延
英
殿
の

事
例
の
検
討
か
ら
、
当
該
期
に
出
現
す
る
「
延
英
」
の
語
彙
は
中
興
殿
に
お
け
る
皇
帝
と
宰
相
の
朝
儀
後
の
奏
対
（
仗
下
奏
事
）
を
比
喩

的
に
表
現
し
た
も
の
と
解
釈
し
た
。
そ
の
背
景
と
し
て
、
唐
末
・
五
代
の
洛
陽
宮
延
英
殿
が
、
文
明
殿
と
柱
廊
で
連
結
さ
れ
た
後
殿
で

あ
り
、
独
立
し
た
殿
宇
と
し
て
の
性
格
に
乏
し
い
こ
と
を
推
測
し
た
。

本
来
「
内
殿
」
で
あ
っ
た
中
興
殿
は
、
数
少
な
い
宰
相
と
皇
帝
の
奏
対
の
場
と
し
て
「
便
殿
」
と
呼
称
さ
れ
、
五
日
起
居
に
よ
る
百

官
朝
儀
に
よ
っ
て
「
正
殿
」
と
も
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
傾
向
は
唐
制
を
離
れ
て
五
代
独
自
の
聴
政
制
度
を
構
築
し
つ

つ
あ
っ
た
、
洛
陽
宮
諸
殿
宇
の
機
能
の
過
渡
的
な
性
格
を
表
す
も
の
で
あ
る
。

本
稿
は
後
唐
聴
政
制
度
に
関
す
る
初
歩
的
な
考
察
で
あ
る
の
で
、
多
く
の
課
題
を
抱
え
て
し
ま
っ
た
。
宰
相
と
枢
密
使
の
関
係
を
、

聴
政
の
場
に
お
け
る
皇
帝
と
の
謁
見
の
頻
度
に
よ
っ
て
考
察
す
る
必
要
が
生
じ
た
。
ま
た
、
表
1
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
時
期
に

頻
出
す
る
「
内
殿
」・「
便
殿
」
と
い
う
称
謂
が
該
当
す
る
殿
宇
は
中
興
殿
に
と
ど
ま
ら
な
い
可
能
性
が
あ
り
、
そ
の
実
態
の
さ
ら
な
る

解
明
が
必
要
で
あ
る
。
こ
う
し
た
問
題
は
い
ず
れ
改
め
て
検
討
し
た
い
。

注
①　
『
礼
記
』
玉
藻
に
「
君
日
出
而
視
之
、
退
適
路
寝
聽
政
。
使
人
視
大
夫
」
と
あ
り
、『
春
秋
左
氏
伝
』
昭
公
元
年
に
「
君
子
有
四
時
。
朝
以
聽
政
、
晝
以

訪
問
、
夕
以
脩
令
、
夜
以
安
身
」
と
あ
っ
て
、
君
主
が
宮
殿
に
お
い
て
「
ま
つ
り
ご
と
を
き
く
」
こ
と
を
意
味
し
、
君
主
自
ら
行
う
意
見
聴
取
で
あ
る
。

一
方
、
臣
僚
の
立
場
か
ら
、
皇
帝
に
直
に
面
会
し
て
意
見
を
申
し
上
げ
る
こ
と
を
、
唐
代
で
は
「
対
」
と
呼
ん
だ
。
次
注
②
、
拙
著
第
一
部
参
照
。

②　

拙
著
『
唐
王
朝
の
宮
城
と
御
前
会
議
│
唐
代
聴
政
制
度
の
展
開
―
』
晃
洋
書
房
、
二
〇
〇
六
年
、
拙
稿
Ａ
「
唐
末
五
代
前
半
期
の
朝
儀
に
つ
い
て
―
入

閤
・
起
居
・
常
朝
を
中
心
に
―
」『
立
命
館
東
洋
史
学
』
三
七
号
、
二
〇
一
四
年
、
Ｂ
「
五
代
中
原
王
朝
の
朝
儀
に
お
け
る
謝
恩
儀
礼
に
つ
い
て
―
正
衙
謝
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と
中
謝
―
」『
東
洋
史
研
究
』
七
四
―
四
、二
〇
一
六
年
。

③　

前
掲
注
②
、
拙
稿
Ａ
参
照
。

④　

便
殿
と
は
君
主
が
休
息
、
余
暇
を
過
ご
す
と
こ
ろ
で
あ
り
、
正
殿
に
比
べ
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
別
殿
で
あ
る
。『
漢
書
』
巻
六
、
武
帝
紀
、
建
元
六
年
四

月
の
「
壬
子
、
高
園
便
殿
火
」
条
の
顔
師
古
注
に
「
凡
言
便
殿
、
便
室
、
便
坐
者
、
皆
非
正
大
之
處
、
所
以
就
便
安
也
。
園
者
、
於
陵
上
作
之
。
既
有
正

寢
以
象
平
生
正
殿
。
又
立
便
殿
爲
休
息
閑
宴
之
處
耳
。
説
者
不
曉
其
意
、
乃
解
云
便
殿
、
便
室
皆
是
正
名
。
斯
大
惑
矣
」
と
あ
る
。
唐
代
の
便
殿
に
つ
い

て
、『
唐
会
要
』
巻
六
四
、
史
館
雑
録
下
に
、

　
　
　

  

開
成
三
年
﹇
八
三
八
﹈
二
月
、
中
書
門
下
奏
、
延
英
對
、
宰
臣
須
紀
錄
。
伏
以
陛
下
躬
勤
庶
政
、
超
邁
百
王
。
毎
對
宰
臣
、
日
旰
忘
倦
。
正
衙
決
事
、

二
史
在
前
。
便
殿
坐
日
、
全
無
紀
録
。
長
壽
初
、
宰
臣
姚

奏
置
時
政
紀
。
寢
而
不
行
。
貞
元
中
、
宰
臣
趙
憬
請
復
故
事
。
無
何
又
廢
。
恭
惟
聖
政
、

必
在
發
明
。
今
請
毎
至
延
英
坐
日
、
對
宰
臣
往
復
之
詞
、
關
教
化
政
刑
之
事
。
委
中
書
門
下
直
日
紀
錄
。
月
終
送
史
館
。
所
冀
政
猷
不
墜
、
國
史
有

倫
。
昨
日
延
英
面
奏
、
已
蒙
允
許
。
勅
旨
、
依
奏
。

 

と
あ
り
、
延
英
殿
を
「
便
殿
」
と
称
し
て
お
り
、
中
軸
線
上
に
所
在
す
る
「
正
衙
」
と
対
比
し
て
い
る
。

⑤　

前
掲
注
②
、
拙
著
第
一
部
参
照
。

⑥　

五
代
の
起
居
制
度
に
つ
い
て
は
、
杜
文
玉
氏
『
五
代
十
国
制
度
研
究
』（
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
、
初
出
二
〇
〇
五
年
。
第
六
章
）・
耿
元
驪
氏
「
五

代
礼
儀
制
度
考
」（
任
爽
氏
主
編
・
趙
旭
氏
副
主
編
『
五
代
典
制
考
』
中
華
書
局
、
二
〇
〇
七
年
。
第
一
章
）
等
参
照
。
杜
文
玉
・
耿
元
驪
両
氏
論
考
は
と

も
に
関
連
史
料
を
網
羅
し
て
簡
に
し
て
要
を
得
た
概
説
で
あ
る
が
、
常
朝
な
ど
の
朝
儀
制
度
に
つ
い
て
筆
者
の
前
掲
注
②
所
説
と
異
な
る
。
特
に
、
杜
氏

は
『
新
五
代
史
』
巻
五
四
、
李
琪
伝
に
依
拠
し
て
お
り
、
ま
た
、
明
宗
朝
初
年
の
延
英
殿
召
対
制
度
が
継
続
実
施
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
な
ど
、
後
述
す

る
よ
う
に
、
筆
者
と
見
解
が
異
な
る
。
筆
者
の
『
新
五
代
史
』
李
琪
伝
批
判
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
宋
人
を
中
心
と
す
る
唐
代
朝
儀
制
度
理
解
に
つ
い
て

―
「
入
閤
」
と
は
何
か
？
―
」『
唐
代
史
研
究
』
二
〇
号
、
二
〇
一
七
年
参
照
。

⑦　

前
掲
注
②
、
拙
稿
Ａ
・
Ｂ
参
照
。
参
考
ま
で
に
、
唐
代
の
朝
会
と
後
唐
以
降
の
朝
会
を
、
開
催
頻
度
で
対
照
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。「
入
閤
」
の

語
で
あ
る
が
、
唐
代
で
は
原
則
奇
数
日
開
催
の
常
朝
を
意
味
し
て
い
た
も
の
が
、
五
代
以
降
に
な
る
と
朔
望
大
朝
会
の
そ
れ
に
変
化
す
る
こ
と
に
注
意
。

ま
た
、
唐
Ｃ
の
奇
数
日
入
閤
で
あ
る
が
、
原
則
二
日
に
一
度
で
は
あ
る
も
の
の
、
実
際
の
開
催
頻
度
は
そ
れ
よ
り
も
疎
で
あ
り
、
後
唐
以
降
の
五
日
に
一
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度
に
、
お
お
ま
か
に
対
応
し
得
る
。

 

　

唐　

…　

Ａ
元
旦
・
冬
至
大
朝
会
〈
Ｂ
朔
望
朝
会
〈
Ｃ
奇
数
日
入
閤
〈
Ｄ
「
宣
不
坐
」
退
朝

 

後
唐
以
降
…
Ａ
元
旦
・
冬
至
・
五
月
一
日
大
朝
会
〈
Ｂ
朔
望
入
閤
〈
Ｃ
五
日
起
居
〈
Ｄ
常
朝

⑧　
『
冊
府
元
亀
』
巻
一
九
七
、
閏
位
部
、
朝
会
に
、

　
　
　
﹇
梁
太
祖
﹈
乾
化
元
年
﹇
九
一
一
﹈
九
月
辛
巳
朔
﹇
一
﹈。
帝
御
文
明
殿
、
群
臣
入
閣
。
刑
法
、
待
制
官
、
各
奏
事
。

 

と
あ
る
。
引
用
文
（
）
内
は
原
文
注
、﹇
﹈
内
は
筆
者
注
、
以
下
で
引
用
す
る
史
料
も
同
じ
。

⑨　
『
新
五
代
史
』
巻
五
四
、
李
琪
伝
に
、
彼
が
提
案
者
と
し
て
本
文
の
奏
議
の
概
略
を
載
せ
る
が
、
そ
の
官
銜
を
御
史
中
丞
と
す
る
。
一
方
、『
旧
五
代
史
』

巻
三
六
、
唐
書
、
明
宗
紀
二
、
天
成
元
年
六
月
己
丑
の
条
、
及
び
同
書
巻
五
八
、
李
琪
伝
に
よ
れ
ば
、
御
史
大
夫
で
あ
る
。
点
校
二
十
四
史
修
訂
本
『
新

五
代
史
』
李
琪
伝
は
、
中
丞
説
に
疑
義
を
提
し
て
お
り
、
こ
こ
は
『
旧
五
代
史
』
に
従
う
。

⑩　
『
冊
府
元
亀
』
巻
一
〇
八
、
帝
王
部
、
朝
会
に
、

　
　
　

  

是
月
﹇
天
成
元
年
十
月
﹈、
右
拾
遺
曹
珍
上
疏
、
内
一
件
。
百
寮
朔
望
入
閣
、
及
五
日
一
度
内
殿
起
居
、
請
許
三
署
寺
監
官
、
輪
次
轉
對
奏
事
。
從

之
。

 

と
あ
り
、
こ
れ
が
そ
の
時
の
奏
請
者
で
あ
ろ
う
。

⑪　
『
冊
府
元
亀
』
巻
四
七
五
、
台
省
部
、
奏
議
六
に
、

　
　
　

  

符
蒙
爲
右
拾
遺
、
天
成
二
年
﹇
九
二
七
﹈
六
月
辛
丑
奏
、
以
五
日
轉
對
、
無
獻
替
之
風
。
虚
瀆
聖
聽
、
請
罷
之
。

 

と
あ
り
、
同
書
同
巻
に
は
、

　
　
　

  ﹇
長
興
元
年
（
九
三
〇
）
十
一
月
﹈
是
月
乙
丑
、
中
書
舍
人
封
翹
奏
。
切
見
五
日
轉
對
、
於
事
太
繁
。
所
見
或
有
短
長
、
不
當
空
煩
聖
覽
。
請
此
後
、

於
入
閣
者
、
依
刑
法
、
待
制
官
例
次
對 ﹇
中
略
﹈
疏
奏
不
納
。

 

と
あ
り
、
同
書
巻
一
〇
八
、
帝
王
部
、
朝
会
二
に
は
、
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  ﹇
長
興
二
年
（
九
三
一
）
八
月
﹈
癸
酉
、
詔
。
文
武
百
官
、
五
日
内
殿
起
居
、
仍
舊
、
其
輪
次
對
、
宜
停
。
若
有
封
事
、
許
非
時
上
表
。
朔
望
入
閣
、

待
制
、
候
対
、
一
依
舊
制
。

 
と
あ
っ
て
、
最
終
的
に
長
興
二
年
に
廃
止
さ
れ
た
。

⑫　

唐
代
に
お
け
る
奏
対
官
制
度
の
「
待
制
」・「
次
対
」・「
刑
法
官
」・「
転
対
官
」
さ
ら
に
は
「
祗
候
官
」
と
い
っ
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
定
義
に
つ
い
て
は
、

前
掲
注
②
、拙
著
第
一
部
の
諸
論
考
参
照
。
唐
代
の
「
転
対
官
」
は
両
省
供
奉
官
が
こ
れ
に
あ
た
る
の
に
対
し
て
、本
文
の
明
宗
朝
に
出
現
す
る
「
転
対
」

は
入
閤
や
五
日
起
居
に
参
加
す
る
官
人
の
輪
番
な
の
で
、
名
称
は
同
じ
だ
が
制
度
的
に
異
な
る
。
ち
な
み
に
、『
旧
唐
書
』
巻
一
七
五
、
文
宗
二
子
荘
恪
太

子
永
伝
に
は
、

　
　
　

  

上
﹇
文
宗
﹈
以
王
年
幼
、
思
得
賢
傅
輔
導
之
。
時
王
傅
和
元
亮
、
因
待
制
召
問
。
元
亮
出
於
卒
吏
、
不
知
書
、
一
不
能
對
。
後
宰
相
延
英
奏
事
、
上

從
容
曰
、
魯
王
質
性
可
教
、
宜
擇
賢
士
大
夫
爲
官
屬
。
不
可
復
用
和
元
亮
之
輩
。

 

と
あ
っ
て
、
唐
代
に
あ
っ
て
も
学
力
不
足
か
ら
奏
対
任
務
を
ま
と
も
に
こ
な
せ
な
い
臣
僚
が
存
在
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
文
宗
朝
の
例
で
は
、
そ
う
し
た

不
適
格
な
人
物
を
検
出
す
る
役
割
を
「
待
制
官
」
が
果
た
し
て
い
る
。
ま
た
、
引
用
文
に
登
場
す
る
和
元
亮
な
る
人
物
が
吏
員
出
身
で
あ
る
こ
と
が
、
面

奏
を
不
得
意
と
し
た
原
因
で
あ
ろ
う
。

⑬　

も
っ
と
も
こ
れ
は
概
ね
の
傾
向
で
あ
り
、転
対
が
機
能
し
た
事
例
も
あ
る
。
前
掲
注
⑪
に
挙
げ
た
符
蒙
の
奏
議
は
転
対
の
場
で
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

『
五
代
会
要
』
巻
一
八
、
史
館
雑
録
に
は
、

　
　
　

  

長
興
二
年
﹇
九
三
一
﹈
三
月
二
十
八
日
、
史
館
奏
、
當
館
應
諸
處
、
及
諸
關
送
到
合
編
錄
公
事
外
。
伏
准
舊
例
、
國
朝
有
時
政
記
、
並
起
居
注
。
並

合
送
館
、
以
備
纂
修
。
近
代
以
來
、
缺
行
此
事
。
祇
以
毎
遇
入
閤
、
兼
内
殿
起
居
、
朝
臣
待
制
、
轉
對
公
事
。
逐
人
抄
送
當
館
。

 

と
あ
っ
て
、
入
閤
・
五
日
起
居
の
転
対
奏
事
は
記
録
が
取
ら
れ
て
史
館
に
送
付
さ
れ
て
お
り
、
制
度
と
し
て
は
実
行
さ
れ
て
い
た
。

⑭　

陳
曄
氏
「
従
面
対
到
上
章
：
中
唐
至
五
代
次
対
、
転
対
制
変
遷
研
究
」『
歴
史
教
学
』
二
〇
一
三

－

一
二
。

⑮　
『
冊
府
元
亀
』
巻
一
〇
八
、
帝
王
部
、
朝
会
三
及
び
『
旧
五
代
史
』
巻
三
一
に
は
同
一
内
容
の
奏
議
を
記
す
が
、
日
付
が
庚
申
（
二
一
日
）
と
な
っ
て
い

る
。

⑯　

前
掲
注
②
、
拙
稿
Ａ
・
Ｂ
参
照
。
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⑰　

引
用
文
中
、
傍
線
を
引
い
た
箇
所
で
あ
る
が
、『
五
代
会
要
』
巻
六
、
諸
侯
入
朝
に
、

　
　
　

近
儀
、
五
日
一
度
内
殿
起
居
、
皆
綴
班
序
立
。
元
係
班
簿
、
雖
曰
便
殿
起
居
、
其
遇
全
班
起
居
時
、
亦
合
綴
班
。

 
と
あ
り
、『
冊
府
元
亀
』
巻
一
〇
八
、
帝
王
部
、
朝
会
二
も
同
様
で
あ
る
。『
旧
五
代
史
』
の
「
毎
日
便
殿
に
お
い
て
起
居
す
る
と
雖
も
」
の
部
分
が
、「
便

殿
起
居
と
曰
う
と
雖
も
」
に
な
っ
て
い
る
。
史
料
の
性
質
上
、『
五
代
会
要
』・『
冊
府
元
亀
』
を
重
視
す
べ
き
で
あ
る
が
、
仮
に
後
者
に
従
っ
た
と
し
て

も
、「
五
日
起
居
の
百
官
立
班
の
際
に
も
出
席
す
べ
き
」
と
い
う
奏
議
文
の
趣
旨
は
変
わ
ら
ず
、五
日
起
居
以
外
の
日
に
お
い
て
前
任
節
度
使
達
が
便
殿
で

起
居
し
て
い
た
こ
と
を
否
定
す
る
根
拠
に
は
な
ら
な
い
。

⑱　

こ
の
時
の
盧
文
紀
の
奏
事
と
末
帝
の
詔
は
、『
冊
府
元
亀
』
巻
三
一
四
、
宰
輔
部
、
謀
猷
四
に
、
よ
り
詳
細
に
載
せ
る
が
、
本
論
は
要
旨
を
簡
略
に
纏
め

た
『
旧
五
代
史
』
を
用
い
た
。
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
基
づ
く
政
策
決
定
過
程
の
詳
細
な
考
究
は
後
日
を
期
し
た
い
。
ま
た
、
さ
ら
に
簡
略
化
さ
れ
た
記
述

が
、『
資
治
通
鑑
』
巻
二
七
九
、
清
泰
二
年
七
月
丁
巳
の
条
及
び
『
新
五
代
史
』
巻
五
五
、
雑
伝
、
盧
文
紀
伝
に
掲
載
し
て
い
る
。

⑲　

高
敏
氏
点
校
本
（
中
華
書
局
、
一
九
九
四
年
）
を
使
用
。

⑳　
『
旧
五
代
史
』
巻
一
四
九
、
職
官
志
に
、

　
　
　

  

至
乾
化
元
年
﹇
九
一
一
﹈
五
月
、
置
大
學
士
員
。
始
命
崇
政
院
使
敬
翔
爲
之
。
前
朝
因
金
巒
坡
、
以
爲
門
名
。
與
翰
林
院
相
接
。
故
爲
學
士
者
、
稱

金
鑾
焉
。
梁
氏
因
之
以
爲
殿
名
。
仍
改
巒
爲
鑾
、
從
美
名
也
。
大
學
士
與
三
館
大
學
士
同
。

 

と
あ
り
、
三
館
大
学
士
と
は
、
唐
代
の
史
館
と
弘
文
館
大
学
士
・
集
賢
殿
大
学
士
で
あ
る
。
後
二
者
の
唐
学
士
号
は
、
い
ず
れ
も
中
軸
線
か
ら
外
れ
た
傍

則
の
施
設
名
を
冠
し
た
も
の
で
あ
る
。
前
掲
注
②
拙
著
第
一
部
第
二
章
参
照
。

㉑　
『
冊
府
元
亀
』
巻
五
五
〇
、
詞
臣
部
、
恩
奨
に
、

　
　
　

  

李
懌
爲
翰
林
學
士
。﹇
後
唐
﹈
末
帝
一
日
、
御
廣
夀
殿
。
召
懌
及
程
遜
、
崔
拙
、
和
凝
、
李
崧
、
舎
人
王
延
、
張
昭
遠
、
李
詳
、
呂
琦
等
賜
食
。
帝

曰
、
倶
掌
王
言
、
何
以
分
別
内
外
。
李
懌
對
曰
、
王
言
本
舎
人
所
掌
。
祇
自
肅
宗
舉
兵
靈
武
後
、
軍
中
逐
急
時
、
令
學
士
草
詞
。
自
後
乃
分
職
、
命

將
相
繇
内
。
羣
臣
繇
外
。
其
實
一
也
。
食
畢
、
人
賜
馬
一
匹
、
衣
一
襲
。

 

と
あ
り
、
後
唐
末
帝
の
時
の
事
例
で
あ
る
が
、
翰
林
学
士
達
が
広
寿
殿
に
召
さ
れ
て
食
事
を
振
る
舞
わ
れ
た
と
あ
り
、
便
殿
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
が
う

か
が
え
る
。
同
殿
は
『
宋
会
要
輯
稿
』
方
域
一
に
、
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建
禮
門
、
在
天
興
殿
後
。
南
對
五
鳳
樓
。
有
隔
門
。
次
北
拱
宸
門
。
建
禮
門
之
西
曰
廣
壽
殿
門
。
門
内
、
廣
壽
殿
。
唐
曰
嘉
慶
、
後
唐
改
。
殿
後
隔

舎
、
即
内
東
門
道
﹇
中
略
﹈
廣
壽
殿
門
之
西
曰
明
福
門
。

 
と
あ
り
、
ま
た
『
河
南
志
』
宋
城
闕
古
蹟
に
、

　
　
　

  
建
禮
門
之
西
曰
、
廣
壽
殿
門
。
門
内
廣
壽
殿
（
本
名
嘉
慶
殿
。
後
唐
荘
宗
末
、
劉
皇
后
焚
其
殿
、
而
遁
往
太
原
。
明
宗
天
成
四
年
重
修
。
殿
成
、
有

司
請
丹
漆
金
碧
以
瑩
之
。
明
宗
曰
、
此
殿
経
焚
、
不
可
不
修
。
但
務
宏
壮
、
不
労
華
侈
、
乃
改
爲
廣
壽
殿
）。
殿
後
隔
舎
、
即
内
東
門
道
。

 

と
あ
っ
て
、大
唐
の
時
代
か
ら
存
在
し
、後
唐
荘
宗
期
に
は
そ
れ
な
り
に
重
視
さ
れ
た
殿
宇
に
し
て
、西
の
金
鑾
殿
と
対
称
的
な
東
側
の
殿
宇
な
の
で
（
図

1
）、
あ
る
い
は
、
こ
の
広
寿
殿
（
も
と
嘉
慶
殿
）
が
本
文
で
言
及
さ
れ
た
後
梁
太
祖
期
の
「
便
殿
」
の
一
つ
か
も
し
れ
な
い
。

㉒　

引
用
文
中
の
文
思
殿
は
、『
河
南
志
』
宋
城
闕
古
蹟
に
よ
れ
ば
「
失
其
處
所
」
と
あ
る
。

㉓　

前
掲
注
②
拙
稿
Ａ
参
照
。
も
っ
と
も
、
第
一
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
後
梁
以
来
、
入
閤
が
挙
行
さ
れ
た
の
は
、
文
明
殿
で
あ
る
の
で
（『
冊
府
元
亀
』
巻

一
九
七
、
閏
位
部
、
朝
会
及
び
同
書
巻
一
〇
八
、
帝
王
部
、
朝
会
二
参
照
）、
こ
の
日
の
中
興
殿
朝
会
は
や
や
異
例
で
あ
る
。

㉔　
『
五
代
会
要
』
巻
五
、
朔
望
朝
参
は
「
五
月
三
日
」
と
す
る
が
、『
冊
府
元
亀
』
巻
一
〇
八
の
他
、『
旧
五
代
史
』
巻
三
六
、
唐
書
、
明
宗
紀
二
、『
資
治

通
鑑
』
巻
二
七
五
い
ず
れ
も
丁
巳
（
二
日
）
と
す
る
。

㉕　

前
掲
注
②
拙
著
・
拙
稿
参
照
。

㉖　

④
ａ
に
言
う
「
中
」・「
外
」
と
は
「
延
英
＝
中
興
殿
宰
相
奏
事
」
と
、「
入
閤
の
朝
儀
」
の
別
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
が
、「
中
」
＝
入
閤
儀
の
転
対
官
奏

事
、「
外
」
＝
朝
儀
終
了
後
の
廊
下
の
食
事
と
も
解
釈
で
き
る
。
し
ば
し
保
留
し
て
お
き
た
い
。

㉗　

こ
の
逸
話
を
『
資
治
通
鑑
』
巻
二
七
六
は
、
天
成
四
年
九
月
の
条
に
繋
年
し
て
い
る
。

㉘　

前
掲
注
⑥
、
杜
文
玉
氏
論
考
は
、
延
英
殿
奏
対
制
度
が
廃
止
さ
れ
た
年
代
を
明
宗
朝
の
末
年
と
推
定
さ
れ
て
い
る
が
、
本
文
で
述
べ
た
よ
う
に
、
末
帝
・

盧
文
紀
の
や
り
取
り
か
ら
考
え
る
と
不
自
然
で
あ
る
。

㉙　

傅
熹
年
氏
は
、
主
殿
と
背
後
の
殿
が
工
字
型
を
形
成
す
る
の
は
、
五
代
・
北
宋
の
宮
殿
建
築
の
特
徴
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
同
氏
主
編
『
中
国
古
代
建
築

史
』
第
二
巻
、
中
国
建
築
工
業
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
、
三
六
八
頁
。
北
宋
開
封
の
宮
殿
も
同
様
で
あ
る
。
郭
黛

氏
主
編
『
中
国
古
代
建
築
史
』
第
三

巻
、
中
国
建
築
工
業
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
、
一
〇
一
〜
一
〇
二
頁
。
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㉚　

前
掲
注
②
、
拙
著
第
一
部
参
照
。

㉛　

前
掲
注
②
、
拙
稿
Ｂ
参
照
。
呉
麗
娯
氏
は
、
筆
者
に
先
ん
じ
て
同
様
の
見
解
を
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
同
氏
『
唐
礼
摭
遺
―
中
古
書
儀
研
究
―
』、
商
務
印

書
館
、
二
〇
〇
二
年
参
照
。

32　

前
掲
注
②
拙
著
参
照
。『
冊
府
元
亀
』
巻
一
〇
八
、
帝
王
部
、
朝
会
二
に
、

　
　
　

  ﹇
長
興
二
（
九
三
一
）
年
八
月
﹈
癸
酉
﹇
一
八
﹈。
詔
、
文
武
百
官
、
五
日
内
殿
起
居
、
仍
舊
。
其
輪
次
對
、
宜
停
。
若
有
封
事
、
許
非
時
上
表
。
朔

望
入
閣
、
待
制
、
候
対
、
一
依
舊
。

 

と
あ
る
が
、
こ
こ
で
い
う
「
輪
次
對
」
は
、『
五
代
会
要
』
巻
五
、
待
制
官
及
び
『
旧
五
代
史
』
巻
四
二
、
唐
書
、
明
宗
紀
八
に
、「
其
輸
次
轉
對
」
と
記

し
て
い
る
。
つ
ま
り
「
転
対
」
の
原
義
は
「
輪
次
転
対
」
で
あ
ろ
う
。

33　
『
冊
府
元
亀
』
巻
四
八
四
、
邦
計
部
、
経
費
に
、

　
　
　

  ﹇
長
興
﹈
四
年
﹇
九
三
三
﹈
二
月
癸
丑
。
帝
御
中
興
殿
。
樞
密
使
范
延
光
曰
、
縁
邊
屯
戍
兵
士
人
馬
、
支
費
月
計
極
多
。
若
春
夏
之
交
、
便
有
霖
雨
、

山
水
湍
險
。
軍
無
興
舉
之
理
。
應
縁
邊
兵
馬
、
請
移
於
近
裏
州
郡
、
以
便
芻
糧
。
從
之
。
帝
因
問
延
光
、
内
外
見
管
馬
數
。
對
曰
、
見
兵
馬
數
管
騎

軍
三
萬
五
千
。

 

と
あ
り
、
こ
の
逸
話
を
『
旧
五
代
史
』
巻
四
四
、
唐
書
、
明
宗
紀
一
〇
に
は
、

　
　
　
﹇
長
興
四
（
九
三
三
）
年
﹈
二
月
癸
丑
朔
。
帝
於
便
殿
、
問
范
延
光
内
外
見
管
馬
數
。
對
曰
、
三
萬
五
千
匹
。

 

と
あ
っ
て
、
中
興
殿
を
便
殿
と
記
し
て
い
る
。

34　

表
1
に
よ
る
と
、
長
興
三
年
（
九
三
二
）
以
降
、
端
明
殿
や
広
寿
殿
と
い
っ
た
他
の
殿
宇
で
の
召
対
例
が
増
加
す
る
。
こ
れ
は
老
齢
の
明
宗
の
健
康
問

題
に
関
係
す
る
が
、
こ
う
し
た
聴
政
の
場
の
拡
散
が
中
興
殿
の
「
正
殿
」
化
を
も
た
ら
し
た
一
因
で
あ
ろ
う
。

（
本
学
文
学
部
教
授
）


